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1.政務調査費の概要

(1)制度の目的

①政務調査費とは

議員が､その職責 .職務を果たすために行う政務調査活動を支えることを目的に交付

される経費です｡

《参考》喜義貞の職賓 ･職務 【都道府県議会制度研究会最終報告糾19,419)より】

○議員の職責

･公務員として住民全体の奉仕者たるべき責務

･住民の直接選挙によって選出されることから生ずる住民の代表者としての責務

･合議体の構成員として議会の機能を遂行する責務

○議員の職務

･自治体の政策形成m ＼かわる調査 ･企画 ･立案を行うこと

･政策形成に必要な情報収集､意向調査､住民との意見交換などの活動を行うこと

･政策形成に関する調査研究の推進に資するため､議案調査､事務謁盃などの活動を行うこ

と

･議会の適正かつ効率的な運営 ･管理を確保するために､会派代表者会議などの会議に出席

すること

･議会の会議における審議を通じて団体意思 (例えば斜則)または機関意思 (例えば意見書)
を確定 (決議)すること

･執行機関としての首長等による箇体意思の執行･実施力ち密去･適正rL かつ公平･効率的 ･

馴 こなされているかどうかを監視し､必要に応じ是正措置を促し､または代案を提示

すること

･団体意思の執行･実施によって､当初の意図どおりの効果 ･成果をあげたかどうか評価L̂

必要な対応を促すこと

･自治体が主催 ･共催する記念式典その他の公式行事に出席すること

② 政務調査活動の意義 ･内容

ア 議員の職務､議会の役割 (条例第2条)

○議員の職務 ⇒ 課題別､地域別等に住民意思を代表 し､政策を形成すること

○議会の役割 ⇒ 知事その他の執行機関が行う施策の評価及び監視並びに

政策の立案

-i-



イ 政務調査活動とは (規程第5条)

議員の職務､議会の役割を果たすために行われる以下の言蔀石動が政務調査活動ですQ

①会派､議員が府政の一般課題､議会で審議する案件について行う調査研究及び情報

収集のための活動

②会派､議員が政治家､行政関係者又は民間の団体との意見交換及びそれらの者から

情報収集を行うための活動

③会派､議員力可主民からの要望及び意見の聴取並び こ住民との意見交換のために行う

活動

④会派､議員が住民に対して行う広報活動

⑤その他､議長が必要と認める活動

これらの政務調査活動を行うため､次の項目について政務調査費を充当することがで

きます｡

項 目 会 派 議

員調査研究費 会派が行う府の事務及び行財政に関す 議員が行う府の事務及び行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経 る調査研究並びに調査委託に要する

経辛 費研 修 費 会派が行う研修会､講演会の実施に必要な経費並びこ他団体が開催する石刑参会､講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費 団体等が開催する石刑宴会､講演会等への議員及び議員の雇用する秘書

等の参加に要する経費会 議 費 会派における会議に要する糸空費 議員が行う住民の府政に関する要望､意見を吸

収するための会議に要する経費資料作成費 会派力預周査研究活動に必要な資料を作
議員が調査研究活動に必要な資料を作成するため

に要する椎葉 成するために要する経費資料購入費 会派が行う調査研究のために必
要な図 議員が行う調査研究のために必要な鼠書､資料等の

購入に要する経費 書､資料等の購入に要する経費広 報 費 会派が行う議会活動
及び府政に関する 議員が行う議会活動及び府政に関する政策

等の広幸紛言動に要する経費 政策等の広報活動に要する経費事 務 所 費 会派が行
う調査研究活動のために必要 議員が行う調査研究活動のために必要

な事務所の設置､管理に要する経費 な事務所の設置､管理に要する経費事 韓 専
会派が行う調査研究に係る事務

の遂行 議員が行う調査研究に係る事務の遂行に必要な経費 に要する経費

人 件 草 会派が行う言局査研
究を補助する職員

を 議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費 雇用する緯費(2)根

拠法令･地方自治法 (第100条第14項及び第15項 資料

編 93ページ･大阪府政務調査費の交付に関する条例 資料

編94ページ･大阪府政務調査費の特例に関する条例 資料編

97ページ･大阪府政務調査費の交付に関する規程 資料編

98ページ･大阪府政務調査費検査等協議会設置要綱 資料編 101

ページ･大阪府政務調査費の交付に係る収支報告書等の閲覧に関する



(3)制度の概要

黍転嫁 蒙 ･会派 (所属議員力｣ 人の場合を含む)及び議員 条例第2条

､襲三､呼託畢…､○会派 :59万円から会派が定める所属議員に対する額を減じた額 条例第3莱×会派所属 (月の初日所

属)議員数(月瀬 上 ○議員 :59万円を限度として会派が-律に定める

額 条例第4条※会派に所属し

ない議員 :49万円糞 郵 券華 ∃毎月交付 l★器 温 諾 雷等 k9fo7?AO'苧謂 胤 ー<基本原則> (59万円 ⇒50.15万円､49万円 ⇒41.

65万円) 条例第8条伝 /;～SS;;;;～～;～-～ll/:～:;～～//l～;::1;～≡ ☆ ｢実費弁償｣を基本とし､｢必
要性 .妥当性の原則｣､｢証拠主義の原則｣､｢透明性の原則｣の3原則を遵守

澱 凍 寒藻 ‥<異体の使途基準>☆会派 ⇒ 榔艶 リ
表第

- ☆議員 ⇒ 規程別表第二 ㌢条例第9条強 襲寒 寒 さ ･支出項目別の金醍

及び主たる支出の内訳等を記載した収支報告書を会書棚長簿等の写しとともに議長に提出しなければなら

ないく会計帳簿等の写し>☆会計帳簿の写し☆領収書貼付用紙の写し (領収証力明文得で

きない分は支払明細書の写し)

☆活動記録簿の写し☆事務所 .職員雇用状況報告書の写し鍵 藁纏 寿軽 ∴ ･収支

報告書等が提出されたときは､議長は必要な調査を行う 条例第 11
条･調査を行うときは､学識経験者又は当該学識経験者及び議員で構

成する合議

体 (政務調査費検査等協議会)の意見を聴く 規程第 10条<調

査方法>･原則として1
1月-1月中旬 (上半期分)と5月 .6月 (年度分)の年2匝】の調査

を行うo･事務局が収支報告書及び会計帳簿等の写しをもとに書面確認を行

ラ･合議体rよ 議長の求めに応じ検査を汚し＼必要に応じて対面調査を行うO残 泰 額寓 ､･会派.議員は､交付を

受けた額に残余がある場合は､返還しなけ 条例第 12条【笹薮 …､.､､三

れぱならないO塀糞野草革:㌔尊め鴎 ､､､何人も閲覧できる ⊇条例第 13

莱規程第 11莱碑 等嘩 蘇 .､､､､ 会派政務調査費会計責任者及び諌員は

､会計帳簿

等その他の収支報告書の内容を証する書類を整理保管し､5年間保存しなけれ

ばなら ≡規程第7条ない亭獄三上の耶 議員への交付は､



2.使途基準

(1)政務調査費執行にあたっての基本原則

政務調査活動は､議員の職責 ･職務を果たすため､社会通念上妥当な範囲のものであ

ることを前提とL't府政に関する調査研究､情報収集に要した費用の実費に充当するこ

とを原則 (実費弁盤の原則)とした上で､次に掲げる三原則を満たすものとする｡

★必要性 ･妥当性の原則

･府政に関する課題や問題点に関する言局査 ･研究活動であること

･府政の監視機関である議会の役割に則した吉尾査 ･研究活動であること

･住民意思を代表し､実現させる政策形成に寄与する調査 ･研究活動であること

★証拠主義の原則

政務調査活動を裏付ける客観的な証拠があること

調査活動の内容が説明できること

政務調査費の会計帳簿及び支出の証拠書類が必ず確保されていること

★透明性の原則

収支報告書とともに､収入 ･支出力等己載された会計帳簿等の写しを提出することo

会計帳簿には､｢E]付 ･金額 ･内容など｣を一件ごとに記載すること

領収書は必ず保管し､確保できないときは支払明細書に記入すること

-EI:



(2)使途基準の考え方

(む使途基準の考え方

1)会派に対する政務調査費

･三-k,:諜萎-/…三Bhr}ミ;;E:ン会話､ご…滋:Jtだltrl,㌔:ろ ÷～≡rn-/ささb!i' ､ごiS､紡麦.､､.2V;淡:宏､./,/洲だミニ､えγ.:

さ､:請 会派が行う府の事務及び 海外､管外調査費 ･旅費の算定には府職員等の旅費基準を準用するo･日程によっては､按分も必要□･活動記録簿により政務調査活動の実績報告

を行うことo

管内調査費交通費(鉄道 .バスなどの公共交通機関､ ･会計帳簿又は支払明細書により利用日的､行財政に関する調査研究遊びに調査委託に要する経費 利用区間等を明らかにするO･タクシーの利
用は､合理的と判断される湯タ

クシー､レン夕 合とするOロ査節究費 (基本原則) カー､商連道路､駐車場､駐輪場､ ･

ガソリン代は､政務調査活動に要した走行･実費弁償 (P4)(運用指針)･交通費 .宿泊費等(P14)･業務委託(P14) ガソリン代) 距

離を実測し､キロ単価を乗じて得た額とする○

宿泊費 ･府職員等の旅費基準を準用するO調査委託費 ･契約書を作成し､成果物を保管する〇･

活動記録簿により政務調査活動の実績報告を行うことo情

報 会費等 ･政務調査活動に力ヽかる会合に関係する飲
食収 がある場合は､1人5,000円まで

を限度とす葉 る○ただし､会合にかかるホ
テル等の室料等活 ま別途､充当可能O活
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㌧ン研修費 会派が行う研修会､講演会の実施に必要な経費並びに地歴体が開催する研修会､講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費(基本原則)･実費弁償 (P4)(運用指針)･交通費 .宿泊費等(P14) 交通費 ･調査研究費の交

通費と同じO宿泊費 ･調査研究費

の宿泊費と同じO会費 (参加賛同) ･書局査研究費の情報収集活動

費の会費等と同じo一∠ゝZ三請辛 会派における会議に要する経費 会議における昼食､夜食代 ･会議は昼夜食の時間帯にかからないよう配慮L,て開催する.昼夜食にかかる場合は､社会通念上許される範囲として､昼食弁当は1,500円､夜食弁当は

3,000円を限度とするo会合に関係する飲 ･政務調査活動にかわヽる会合に関係する飲食がある場

合は 1人5000円までを限度とす(基本原則) 食代 るpた

だし､会合にかかる7TTテル等の室料等･実費弁償 (P4)(運用指針)･交通費 .宿泊費等(P14)(留意事項)･活動記録簿 によ り政務調査活動の実績 幸昆告を
行うこと (P65) は別途充当可能¢会派会合に参加

の ･タクシーの利用は､合理的と判断される場
ための費用弁償 合とする

o会場費機材借 上げ料資料印 刷費

茶葉代 ･社会通念上妥当と認められる範露内とするO資料作成辛 会派が調査研究活動に必要な資料を作成する

ために
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号三二栄料購 会派が行う調査研究のために必要な密書､資料等の購入に要する経費 書籍購入費 ･会計帳簿などに書籍名等を
記載することD新聞購芸売料 ･新聞は原則1紙につき

1部とするo切り抜入費 (基本原則)･実費弁償 (P4) き､保存用を含

め3部までを限度とするoその他資料購入費 ･会計帳簿な

どに資料名等を記載することo広報費 会派が行う議会活動及び府政に関する政策等の広報活動に要する経費(基本原則)･実費弁償 (P4)(運用指針)･交通費 .宿泊費等(P14) 交通

費 ･調査研究費の交通費と同じo名刺 ･政務調査活動用に必要な名刺とする.･領収書貼付用紙に名刺の写しを貼付することにより､

活動記録簿の作成に代えることができるO広鶴活動

費 会場費 等 ･使用実態に応じて按分するo広報 印刷費 ･所属議員を

通じる会派の広報活動は､実費弁償とするo _とゝ_(留意事項)t活動記録簿により政務調査活動の実績報告を行うこと (P65) 紙 送料 ､ 配布 料 ･議員への委託方

式をとる湯口は､契約書作成及び精算手続きを行うこととするo

柿iムペi

ジ プロバイダー料回線使用料作成 .管理費事務節費 会派が行う言局査研究活動のために必

要な事務
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済 喜さ事茅実費 会派が行う調査研究に係る事務の遂行に必要な経費(基本原則)･実費弁償 (P4)(運用指針)･事務費 (備品 .事務機器購入費)(P16) 事拷機請 購入 費 ･資産形成につながる高額な備品は

対象外とするo

リー ス代備品 購入費 ･資産形成につながる高

額な備品は対象外と

するoリース代

通信辛 郵便料

送料

固定電話料金

携帯電話料金事務用品 購入費人件費 会派が行 う調査研究を補助する瑞垣員を雇用する 経費(基本原則)･実費弁償 (P4)(運用指針)･人件費 (P17)

給 料 ･政務調査に従事する割合に応じて按分



2)議員に対する政務喜局査費

各Iv､怒､三〇,≦～-､滋溢至をき､㌧､淡派;,､､三{ミ--1>,エミ′:≡～/:ぺ≡YXS/～;;/,/;～:～:1､-h35,-～1,3でLミ-"‡三:-3蓬蔓至誠ミ:,舵..I:I…～;隻:=t寿;ぎ､､ 乙､､T.-

/㌔潤 議員が行う府の事務及び行財政に関する調査研究 海外､管外調査費 ･旅費の算定には府職員等の旅費基準を準用するO･日程によっては､按分も必要O･活動記録簿により政務調査活動の実績報告

を行うことO

管内調査費交通費(鉄道.バスなど ･会計帳簿又は支払明細書により利用日的､利用区間等を明らかにするo･鉄道カード類を利用し､その使用実態が明らかでない場合は､原則として私用､後援会､政務調査費の割合で1/2､1/4､1/4で按分する○後援会活動をしていない場合は､私用部分
と1/2で按分するo並びに言局査委託に要する経費 ･タクシーの利用

は､合理的と判断される湯の公共交通機関､タク

シー L/ンタ 合とする○Cこ査 (基本原則)･実費弁償 (P4) カー､高速道路､ ･高
速道路をETCで利用する場合は､利用研 駐車場､駐輪場､

明科ヨ書に利用目的を記載することにより支払究

ガソリン代) 明細書に代えることができるo費 (運用指針)･交通費 .宿泊費等(P14)･業務委託(P14) ･ガソリン代は､政務調査活動に要した走行距離を実測し､キロ単価を乗じて得た額とするO政務調査活動に要した走行距離が明らかではない場合には､ガソリン代を原則として私用､後援会､政務調査費の割合を1/2､1/4､1/4で按分するo後援会
活動をしていない場合は､私用部分と1/2で按分

するo宿泊費 ･府職員等の旅費基準を準用するo調査委託費 ･契約書を作成し､成果物を保管
するo･活動記録簿により政務調査活動の実績報告を行うこと○

情報 会費等 ･政務調査活動にかかる会合に
関係する飲食収 がある場合は､1人5,0

00円までを限度とす集 るOただし､会合
にかかるホテル等の室料等活 ま別途､充



-㌔"§ I:-汝､こ ～t;/ミミズt,毛筆きたこ, I-二;拭h三菱㌧,'萩nAliTiS/5,較差麦′≧ささ打--̂雑;131r?誰三芳窃転筋さ…さ:､1,

:/節倭費 団体等が開催する研修会､講演会等への議員及び議員の雇用する秘書等の参加に要する経費(基本原則)･実費弁償 (P4)(運用指針)･交通費 .宿泊費等 交通費 ･調査研究費の

交通費と同じ宿泊費 ･調査研究

費の宿泊費と同じ会費 (参加費用) ･言局査研究費の情報収
集活動費の会費等と同

(P14) じ∠ゝZ= 議員が行う住民の府政に 会議における昼食､夜食代 ･会議は昼夜食の時間帯にかからないよう配慮して開催するO昼夜食にかかる場合は､社会通念上許される範囲として､昼食弁当は1,500円､夜食弁

当は3,000円を限度とするO関する要望､意見を

吸収するための会議に要する経費 会合に関係する飲 ･政務調査活動にかかる会合に関係する飲食(基本原則) が

ある場合は､1人5,000円までを限度とす･実費弁償 (P4)(運用指針)･交通費 一宿泊費等(P14)(留意事項)･活動記録簿により政務調査活動の実績報告を行うこと (P65)

食代 るoただし､会合にかかるホテル等の室料

等読費
は別途､充当可

能o会場費機材借上げ料資 料 印 刷

費茶菓代 ･社会通念上妥当と認められる範囲内とする○資料作成S 議員が調査研究活動に必要な資料を作成す

るために要する経費(基本原則)･実費弁償 (P4) 印刷製本 代資料購 議員が行う調査 研究のために必要な図書 ､資料
等の購入に要する 経費 書籍購入費 ･会計帳簿などに書

籍名等を記載すること○新聞購読料 ･新聞は原則1紙につき1部とするo切り抜

入費 (基本原則)･実費弁償 (P4 ) き､保存用

を言め3部
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二ここ広捕費 議員が行う議会活動及び府政に関する政策等の広報活動に要する綬章(基本原則)･実費弁償 (P4)(運用指針)一交通費 .宿泊費 等(P14)(留意事項)･活重婚己録簿により政務調査活動の実績報告を行うこと (P65) 交通費 ･調査研究費の

交通費と同じo名刺 ･政務吉尾査活動用に必要な名刺とするO･領収書貼付用紙に名刺の写しを貼付することにより､活動記録簿の作成に代え

ることができるo広報活動費 会場費等 ･使

用実態に応じて按分するD広報紙 印刷費
･使用実態に応じて

按分するO送料､ 配布 料ホIム′ヾIジプロバイダ

ー料 /使用実態に応じて按分するo

回線使用料作成 .管理費事 議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置､管矧 こ要する綬章 =JIJ白文置費 賃借料 ･第三者所有物件で賃料が毎月支払われていることを原則とするO自己所有及び生計を一にしている親族の所有物件の質料ないし使用料､分担金は対象外とするO･原則､政務調査活動の使用時間など使用実態に応じて按分するO使用実態が明らかでない場合は､後援会がある場合には1

/2､政党事務所を兼ねている場合には1/3とするD務 (基本原則)･実費弁償 (P4) ･維持管理費など日常維持運営に必要な経費所 ま､面積区分などで実態按分する
○ただし､費 資産価値向上につながるような修

繕費等は対(運用指針)･事務所費(P15) 象外とするO管漢費 駐車場賃借料 ･来客

専用ないし来客兼用の場合に限り按分して10′10ないし1/2を限度とするO

光熱水筆
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蓑専 ≡事拷 議員が行う調査研矧こ係る事務の遂行に要する経費(基本原則)･実費弁償 (P4)(運用指針)･事務費 (備品 .事務機#%^*)(P16)･自動車リース料(P16) 自 リース代 ･自動車のリースにかかる経費は､政務調査活動に必要な場合で資産の取得にあたらないものを対象とすることができる〇･リース期間の終了後または途中で､当該U-ス車両の所有権が､有償､無償にかかわらず､議員側に移転することとされている場合は､政務調査費の計上はできないO･自動車リースを業とする者との契

約であることo動車 ･任意保険料は自己負担とするO･政務調査費の計上矧ま､自動車の使用実態に応じて年間リース料を按分するOただL/､政務調査費に計上できる按分比率は､原則1/2を限度とする〇･政務調査費の計上額は､年間80

万円を限度とする○ガソリン代 ･調査研究費の

交通費のガソリン代と同じ事務購入費 ･便周実態に応じて按分するD･資産形成につながる高額な備品は対

象外と費 機器 するo

リース代 ･使用実態に応じて按分するo備 購入費 ･使用実態に応じて按分するo･資産形成
につながる高額な備品は対象外とする○

品 U-ス代 ･使用実態に応じて按分するo

通信費郵便料 ･使用実態に応じて按分するo

送料国定電話料金 ･便岡実態に応じて按分するo携帯電話料金 ･使用実態に応じて按分するO使用実態が通話明細などで明らかでない場合は､私用､後
援会と按分して1/4､後援会がない場
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二二人件費 議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する縫*(基本原則)･実費弁償 (P4) 給料 ･政務調査活動の補助のために雇用した者が他の業務にも携わっている場合は､政務芸周盃に要した業務実態によって経費

を按分する.

社会保険料 業務実態が明らかでない場合は､1/2を限度

として按分するo(運用指針)･人件費(P17) アルバイト雇用賃金 ･経費を政務調査費の対象とする場合は､雇用実態が
客観的に確認



②使途基準の運用指針

1 交通費 ･宿泊費等

○ 旅行に係る費用は､原則実費弁償とし､府職員等の旅費基準を準用L/ますo

ただし､下記の該当項目については､表中の金額を目安としますが､合理的な理由によ

りこれを超える場合は､活動記録簿にその理由を記載することが必要ですo

鉄道賃､船賃､航空賞､バス賃 宿 沼 料 タクシー代､高遠壷路料金レンタカー代駐車

場代吉臓 領収書又は支払明細書 領収書 領収書又は

支払明細書内国旅行 実 費 1

3,200円 実 費外国旅行 実 費 29,(:X二0円(手巨頭諸β市)24

,200円 (上記以外) 実 費※ 支払明細書は､領収書の取
得が困難な場合に作成して下さいO※ 外国旅行における指定都市とそれ以外の区分につ

いては､事務局にご確認下さいDO 刀リリン代で支払明細書による場合は､1

kmにつき22円で計算しますo(ガゾ｣ン代のキロ単価は､今後､必
要に応じて見直すことができるO)※ 自動車を使用して政務調査活動を行った場合は､刀リリ

ン代の算出が囲難であることから､政務調査活動に要した走行距離を実測し､このキロ単価を
乗じて得た額を交通費としますO政務調査活動に要した走行昆巨雛の実測は､議員が

行い支払明細書により証明しますO※ 政務調査活動に要した走行距離が明らかではない場合に
は､原則として私用､後援会､政務調査費の割合を1/2､1/4､1//4で按分します.後援会活動をしていない場合は､私開部分

と1/2で按分L/ますcO本会議や委員会への出席などの議会活動は､政務調査

費の支給対象である政務調査活動の範囲には当らないので

注意が必要です｡2 業務委託会派(議員)が行う調査研究等の政務調査活動業務を､

団体又は個人に委託をするときは､委託業務の名称 ･調査委託等の目的 ･異体的な調査委託

事項 ･契約期間 ･委託金額 ･委託先及び成果物の納入等を記載した ｢業務委託契約書｣(参考第1号様式 P85-87参照

)に準じ契約するものとしますO成果物には委託業務報告のほか委託費の精算報告

も記載されているものが適切です｡なお､業務委託をおこなった場合は､｢活動記録簿｣(P64参照)の作成が必要です｡



3事務所華

ア 事務所の要件

事務所にかかる経費は､次のような事務所としての要件を備えており､実際にそこが政

務調査活動に使用されている場合に政務調査費を充当できます｡なお､事務所の購入費(不

動産の購入費､建築工事費など)に政務調査費を充当することはできませんO

･事務所としての外形上の形態を有していること｡

･事務所としての機能 (事務スペース､応接スペース､事務用備品等)を有してい

ること｡

･賃貸の場合は､議員が契約者となっていることO

☆なお､事務所概要を様式第11号 (P74参照)により報告して下さいO

イ 自己所有物件及び生計を一にしている親族の所有物件の賃料ないLA重岡料､分担金の支

払に政務調査費を充当することはできません｡

｢生計を一にする｣とは､必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするも

のでもありませんO常に生活費､学資金､医療費等を送金している場合には､｢生計

臣を1=する｣ものとして取り扱われますO
なお､来朝笑が同一の家屋に起居している場合には､明らかに互いに独立した生活を

営んでいると認められる場合を除き､これらの栗鮎笑は｢生計を1=する｣ものとL/て

取り扱われますO 〔国税庁 所得税基本通達2-47抜粋〕

また､議員が/去人の代表者 ･役員等の地位にあり､その法人から事務所を賃借し､賃借

料を支払う場合には､政務調査費を充当することについて注意が必要ですO

ウ 按分の考え方 (貫倍料､光熱水筆､維持管理費)

<原則>

･政務調査活動の使用実態に応じて按分する｡

･光熱水草は､別メーターで実績又は使用実態に応じて按分するO

･維持管理費などE3常維持運営に必要な経費は､面積区分などで実態按分する｡

(面積で按分する場合)

政務調査活動の使用面積 (A)

按分割合 (%)=
政務調査活動の使用面積 (A)+ その他の活動の使

用面積 (B)(時間で

按分する場合) 政務調査活動ON

重用時間 (A)按分

割合 (%)= 政務調査活動の使用時間 (A)+ その他の活動ON重用時間 (



<使用実態で按分することができない場合の充当限度割合>

所有形態 使用形態 賃借料 光熱水費 維持

管理費第三者所有 政務調査活動+後援会活動 1/2

1/2 1/2政務調査活動+後援会活動+政党活動 1

/3 1/3 1/3自己所有.生計を一にする視族所有 政務言局査活動+後援会活動 - 1/2 1/2政務調査活動+後援会

活動十政党活動 - 1/3 1/3自宅兼岡
政務調査活動十後援会活動 - 1/4 1/4

政務調査活動+後援会活動+政党活

動 - 1/6 1/64 事務費 (備品 ･事務機器購入)資産形成につながる可

能性の高い高額な備品 (取得価格が原則10万円以上)の購入代金は､政務調査費を充当することはできません｡ただし､政務調査活動に直接必要と認められ

る

備品 (パソコン､印刷機等)については､充当することができますOまた､後援会事務所等と併用している場合は､その使用実

態に応じて適切に按分してください｡E5 自動車のリース料自動車のリースにかかる徒費は､政務調査活動に必要な場合で資産の

取得にあたらない場合

に政務調査費を充当することができますO<経費計上の考え方>･ U-ス期間の終了後
または途中で､当該リース車両の所有権が､有償､無償にかかわらず､議員側に移転することとされている場合は､政務調査費の計上

はできない｡･ 自動車リースを業

とする者との契約であることo･ 任意保険料は自己負担とする｡･ 政務調査費の計上等尊よ 自動車の使用実態に応じて年間リ-ス料を按分する｡ただし､政
務調査費に計上できる按分比率は､原則1/2を限度とす

るo･ 政務調査費の計上額は､年間80万円を限度とする｡



<計算式>

計上額 (年間80万円限度)= 年間リース料 × 按分比率 (1/2限度)

6人件費
○ 政務調査活動の補助業務のために雇用した職員の給料､手当､社会保険料､アルバイト

賃金等に政務調査費を充当することができますO

その経費を政務調査費に充当する場合は､雇用実態が客観的に確認できる証拠書糞頁(雇伺

契約書､協定書 (覚書)､勤務実績､毎月の支払い等)を適切に整理し､職員雇用状況を様

式第11号により､報告L/て下さいC

なお､轍 夷を農相する場合においても同様の手続きが必要ですO

ただし､その者が後援会活動など他の業務にも携わっている場合には､政務調査活動に従

事した業務実態の割合 (平均時問､日数等)や協定書 (覚書)等に基づき経費を按分する必

要があります｡

政務調査業務 (時間､日数)(A)

按分割合 (%)=

政務調査業務 (時間､日数)(A)+ その他の業務 (時間､日数)(

B)ー



③政務調査費の充当が不適当な例

例)｢公職選挙法｣(第199条の2)〕(資料編 105ページ参照)

寄附に該当する経費 (お茶及びお茶うけを超える飲食の提供､講演会等の集会に

おける食事の提供)

例卜 党大会への出席

･政党活動､府達 (政党等)活動

･政党の広報紙､パンフレット､ビラ等の ｢印刷｣｢発送料｣

･政党組織の事務所の設置維持経費 (人件費を含む)

･党大会賛助金､党大会参加費､党大会参加旅費等

･会派の役員経費

例卜 衆 ･参議院議員選挙､府議会議員､知事､市町村長 ･議員選挙などに当たっての

各種団体への支援依頼活動､選挙ビラ作成

･選挙関係に係る経費､選挙活動費

例)･後援会活動のための綬章

･各種広幸柚臥 パンフレット､ビラ等の後援会記事の経費

･後援会主催の ｢報告会等｣の開催経費

･後援会が主催し､主とL,,て会員を対象とする府政報告会の経費

例)･慶弔段別費等 (病気見舞い､香典､祝金､段別､寸志､中元､歳暮等の費用､

慶弔電報､年賀状の購入または印刷等の経費)

･冠婚葬祭の出席 (葬儀､祝賀会､結婚式､祭り)

･宗教活動 (檀家総代会､報恩言乱 宮参り)

･観光､レクUエーシヨン､私用岡務等による旅行

･細垂会､レクリェ-シヨン等のための経費

･議員個人の私的目的のために使用する経費

-18-



<調査研究費>

･挨拶､会食やテープカットだけの出席

(例)① JA､漁協､土地改良区及び森林組合の総会の挨拶だけの出席

② 町内会､老人クラブ､青年蜜､壮年会及び婦人会の新年会の会寅だけの出席

③ 府有施設及び府道の起工式､竣工式の出席

･飲食を主自的とする懇談会

･議員が他の団体の7鍋 を兼ねていて､その団体の理事会､役員会や総会の出席

<事務所費>

･事務所購入費 ･建築費

<会費>

･怒体の活動総体が政務調査活動に寄与しない場合､その団体に対して納める年会費､

月会費の支出

･個人の立場で加入している惑体などに対する会費等

(例)

町内会費､公民館費､壮年会費､PTA会費､婦人会費､スポーツクラブ会費､商

工会費､同窓会費､および老人クラブ会費並びにライオンズクラブ､ローダ ｣-ク

ラブの会費等で､議員個人に本来帰属する会費

･政党 (府達)本来の活動にともなう党大会､党費､党大会賛助金等

･議会内の親睦団体 (議員野球部､ゴルフクラブ)の会費

･他の議員の後援会や祝賀会に出席する会費

･宗教団体の会費

･冠婚葬祭の経費 (結婚式の会費､香典､祝賀会の会費､祭りの経費)

･親睦または飲貧を目的とする会合の会費

･意見交換を伴わない会合の参加費

<自動車購入費等>

･自動車購入費 ･維持管理費 (車検代､保険料 (任意)､自動車税､修理代､消耗品)
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3.交付等の手続き

(1)事務手続きの流れ

毒 禁 索淡:…ぐ､､､襲 濁 最‡三≦ミ､㌔ ≡､ミ≡…-:∴､韓 ､湧 ､‡議長 ､､､≡･会派の代表者､経理責任

-;:……至…∃- ･年度当初､･変更の都度 者､所属議員に対する政務調査費の月額を決定･会派結成 (異動､解散)

届の提出藩 渡麺;獲…･任期開安諸等･変更の都度 債権債務者 (
登録 .変更)申請書の提出

･必要の都度 § ※吉

- の提出会派結成 (異動

､解散)局のあった会派 ･月額を通知 政

務吉尾査 費を

受 ける議員 ･月額を通



‡会遺栄藤浅薄脊 持参 二10月中 ･会派棒寮蕎 一会派経理秦任を凍 ､､ご‥､議員､､※∴

㌔･会計帳簿等の写し(4-9月

分)〉会計帳簿 (

写し)〉領収書 (貼付用紙に貼付)

(写し))支払明細

書 (写し);圭 ､薬 磯 ､3分 . 〉活動

記録簿 (写し)･妻4㌢草 月発案､ )事務所 .職員雇岡

状況報告書 (写し)華 華 ミ∴黙 ､真二;/:/≡:～凍 亙 薫蒸 凄 確認 .検査 : ･事務局による書

類確認 (全会派 .全議員)･

検査等協議会による抽出検査･必要に応

じて学識経験者委員の対面調査11月-1月中

旬 ･結果を会派及び議員へ連絡※持参された会言十帳簿等は､返還し

ます○･交付年度の翌年

度4月 30日まで

･会派消滅､議員離

職翌日から30日以内※休日の場合

は､翌平Ej 会派代

表者 ⇒ 議長 議員 ⇒ 議長

収支報告書 (原本)の提出会計帳簿等の写しの提出

〉



｣ _ .- =



;､主､､;､収支報告書提出 期･､､隈の翌日から起 算 ㌔:-､墓碑球粟支報等葦等 ;､､二雄 二､ミ∴.､議員の厳 褒告等纂 ;汁
･府議会願 侵公開コーナー (議会図書室内)で常時閲

覧､ して 収支報告書 (
原本)会計帳簿

等の写し豊 欝 蔓 讐 悪 目から >会言十
帳簿 (写し)〉領収書 (貼付用紙に

貼付)(写し)〉支払

明細書 p(写し)≡ヨ(期間

〉活動記録簿 (写し)5年間 〉事務所 .職
員雇用状況報告書 (写し)

※複写可随時調査

の結果､訂正が必要な場合

･訂正届の提出･収支報告

書 (原本)の訂正･会計帳簿等の写しの訂正

〉会計帳簿 (写し)

〉領収書 (貼付用紙に貼付

)(写し)〉支払明細書 (写し)

)活動記録簿 (写し)〉事務所 ･職員雇用状況報告書 (写

し)※訂正の結果､新たな残余額が生じた場合は､返還が

必要です｡



(2)交付等の手続き

① 会派の場合

会派が政務調査費の交付を受けようとするときは､まず､会派を結成し､代表者､

政務調査費経理責任者､所属議員に対する政務調査費の月額を定め､その代表者は､

会派結成届 (様式第2号 :記載例45ページ)を議長に提出 (条例第5条第1項)し

なければなりませんO

※この届出は､議会運営上の会派とは別に提出しなければなりません｡

なお､政務調査費経理責任者は､会派を構成する議員の中から選ぶ必要がありますo

また､交付の方法は､口座振替により行いますO

あらかじめ､債権者登録をする必要がありますので､債権債務者 (登緑 ･変更)申

請書を事務局まで提出して下さいO

② 議員の場合

議員が政務調査費の交付を受けようとするときは､特に届出が必要ではありません｡

また､交付の方法は､口座振替により行います｡あらかじめ､債権者登録をする必

要がありますので､債権債務者 (登録 ･変更)申請書を事務局まで提出して下さいO

③ 交付を辞退する場合

交付を辞退しようとするときは､あらかじめ､辞退届 (様式第1号 :記載例43ペ

ージ)により､その旨を議長に届出 (条例第4条第4項)なければなりませんO

この届出がないと､交付を受ける意思があるものとみなされます｡

※交付決定が行われているにもかかわらず､交付を辞退することは､既に確定した

債権を放棄することになり､公職選挙法で禁止されている ｢寄附の禁止｣に抵触する

可能性があるので､受ける意思のない場合は､必ず辞退届を提出する必要がありますo
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④ 会派に異動や解散があった場合

会派に異動があったときや会派が解散したとき､その代表者は､速やかに会派異動

届 (様式第3号 :記載例47ページ)､会派解散届 (様式第4号 :記載例49ページ)

を議長に提出 (条例第5条第2項及び3項)しなければなりませんO

政務調査費は､会派が定めた月額に月の初日における各会派の所属議員数を乗じて

得た額が交付されるので､月の途中に異動や解散があった場合でも､それらの事由が

なかったものとみなして算定されます｡

※会派に異動があったときとは､会派結成届の内容に変更かであったときのことで､

会派の代表者や政務調査費経理責任者が交代､または会派の構成員に変更があっ

たときなどのことです｡
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4.会計帳簿等の原本その他の書類の整理 ･保管

(1)整理 ･保管義務

会派の政務調査費経理責任者及び議員は､条例第10条に規定する会計帳簿等その他

の収支報告書の内容を証する書類を整理保管し､これらの書類を当該政務調査費の収支

報告書の提出期間の末E]の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければなり

ませんO(規程第7条)

※例 :収支幸経告書提出期限が4月30日の場合

翌日 (5月1日)から5年を経過する4月30日まで

収支報告書の提出期限

〔4月30日〕

[三亘亘] ロ亘亘] [亘 ] [二三壷コ [亘亘] [二≡亘亘

](2)整理 ･保管す

る証拠書頼会派の経理責任者及び議員において整理保管しておく証拠書矧 ま､以下のとおりですo

なお､証拠憲矧 ま､議長へ提出が必要なものと､会派及び議員におい



① 会計帳簿 (様式第8号)

政務調査費にかかる会計帳簿は､必ず備え付けなければなりません｡

･会計帳簿の作成については､収支報告書作成の基となるものですから､漏れの無いよ

うに記載してください｡

･白々の収入､支出について､年月日､異体的な支出内容､支出額を費日別に整理して

くださいo

･領収書番号は個々の領収書に番号をつけ､記載してくださいo

･経費を按分して支出している場合は､その他欄に按分率を記載してください.

【会計帳簿の記載例】

一般的な会計帳簿の記載例を59･60ページに掲載していますので､参照して下

② 領収書 ･領収書貼付用紙 (様式第12号)

･すべての領収書について整理保管してください｡

･収支報告書提出時には､領収書の写しを領収書貼付様式に貼り付け､会計帳簿に記

載の領収書番号を記載し提出してください｡

･按分や一部充当の場合には､用紙の余白に按分率､充当額を記載してくださいO

【領収書貼付用紙の記載例】

一般的な領収書貼付用紙の記載例を79-81ページに掲載していますので､参照し

て下さい｡

③ 支払明細書 (様式第9号)

･領収書が取得できない場合は､支払明細書を作成し､収支報告書提出時に領収書の

代わりに提出していただくものです｡

･領収書が取得できない場合とは､自動販売機で購入L/た切符代､バス代､自家用車

を使用した場合の交通費 (ガソリン代)､自動引落とし (光熱水費)等の場合ですO

【支払明細書の記載例】

一般的な支払明細書の記載例を63ページに掲載していますので､参照して下さい｡
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④ 活動記録簿 (様式第10号)

活動記録簿は､政務調査活動の内容を記録し公表することにより､透明性の向上を選

ることを目的に作成するものです｡

作成する必要のある事例については下記のとおりです｡

･府政に関する調査研究のため､管外等へ出張したとき

･会派､議員が主催する会議を行ったとき

･政務調査にかかる会合に関係する飲食のあったとき

･広托活動を行ったとき

･業務委託調査を行ったとき

などの際に､活動年月日､場所､相手方､参加者､活動日的 ･内容 ･結果､それらに要

した経費等を記載してくださいO

【活動記録簿の記載例】一般的な活動記録簿の記載例を65-73ページに掲載していますので､参照して下
⑤ 事務所 ･職員雇用状況報告書 (様式第11号)

事務所 ･職員雇矧 犬況報告書は､事務所費､人件費の支出の整合性を遡るための基本

資料となるものですO

･事務所概要は､事務所の所有関係や基本となる按分率等を報告するものですo

･職員雇用状況は､事務所の職員で政務調査補助に従事している方の勤務条件等につ

いて報告するものです｡

【事務所 ･職員麓唱状況報告書の記載例】

一般的な事務所 ･職員雇f捌犬況報告書の記載例を75･77ページに掲載しています

⑥ その他の書類
上記の様式類については､収支報告書とともにその写しを提出する必要がありますが､

提出の必要がない証拠善美頁であっても､使途の透明性を図り､説明責任を果たすため､整

理保管する必要があると思われる書矧こついては､下記のものがあります｡

委託契約書 (85-87ページに参考様式掲載)

雇用契約書 (88ページに参考様式掲載)

賃貸借契約書

視察報告書

通帳､その他､支払の根拠となる書類及び活動の実態力判 る書類など
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5.収支報告

(1)収支報告書及び会計帳簿等の写し

①提出蕎務

会派の代表者及び議員は､政務調査費について､使途の透明性を図り､住矧こ説明す

る責任を果たすため､収支報告書を､会計帳簿その他議長が規程で定める若枝及び領収

書の写しとともに､議長に提出しなければなりませんO(条例第10条)

②提出等の時期 (期限)

ア.上半期分

4月分γ9月分について､10月末日までに事務局に持参して下さいo

※持参された会計帳簿等は､返還します

Oィ.年

度分4月分～3月分について､交付を受けた年度の翌年度の4月30日(休Ejの場合

は以降の最初の平日)までに提出して下さ

い｡※提出された書類は､そのまま閲覧に供されま

すOウ.会派が消滅した

場合会派が消滅した月までの分を消滅した日の翌日から起算して30日以内 (休日の

場合は以降の最初の平日)に提出して下さ

い｡※提出された書矧ま､そのまま閲覧に供されま

す｡エ 議員が任期満了､辞職､失職､除名､議会の解散により議員でなくなった

場合議員でなくなった臼の翌日から起算して30日以内(休Ejの場合は以降の最初の平

日)に提出して下さ

い｡※提出された蕎矧よ そのまま閲覧に供されま

すO③提出書

類★収支報

告書★会派の収支報告書 :規程様式第6号､第6号別紙 (記載例51･53ページ

)★議員の収支報告書 :規程様式第7号､第7号別紙 (記載例55･57ペー

ジ)-2



★会計帳簿等の写し

★会計帳簿 (写し):規程様式第8号 (記載例59･60ページ)

･※岡tfN イスは､A3眠てすが､遅出の際は､A4版に縮小 (コピー)して提出し

て下さいO

★領収書 (写し):規程様式第12号 (記載例79-81ページ)

★支払明細書 (写し)(領収書が取得できない場合):規程様式第9号 (記載例63ペ
ージ)

★活動記録簿 (写し):規程様式第10号 (記載例65-73ページ)

★事務所 ･職員雇用状況報告書 (写し):規程様式第11号 (記載例75･77ページ)

※原本は､5年間保存する義務がありますo

④提出書類のマスキング

177.提出書矧こ個人情報等力唱己載されている壌合は､会派･喜寿員においてマスキンク
の上､提出して下さい｡

ィ.領収書等提出書類をマスキングする範囲は次のとおりですO

●マスキングしなければならないもの

･個人情報はマスキングL,なければなりませんO

･個人情報とは､個人に関する情報であって､｢特定ON固人が識別され得るものの

うら､一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの｣

とされています｡(府議会情報公開条例第9条1号)(関係法令104ページ)

※例

★師 関する情細

∠旦遡 瑚 好 方が個人の場合 (事業室 撃 墜些 当 言網 報は除く) 仙

･支払相手方の氏名

･振込先の金融機関名

･口座番号

･領収書の印影

･住所

･電話番号 など
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/ b.議員個人の簡 捷

･金融機関名

･口座番号

･非公開の電話番号 (携帯電話等)･住所､通帳残高及び政務調査費に

充当しだ経費以外の支出に係る記載部分

･クレジットカード売上表 (利用明細)のうら､政務調査に充当L,た経

費以外の支出に係る記載部分 など

法人等に関する情事

/ a.支払の相手方が法人q場合 (事業を営む個人の当該儒琴を含む)

･領収露の従業員氏名 ･印影 など

●マスキングすることができるもの

･r会派又は議員の活動に関する情報であって､公にすることにより､会派又は議

員の活動に著u l支障を及ぼすおそれのあるもの｣とされていますO(府議会情

報公開条例第8莱5号)(関係法令 104ページ)

･なお､同条例の運用指針ではこの規定の安易な運用は留意すべきであるとされ

ています｡

(2)残余額の返還

①返還義務

○ 会派又は議員は､交付を受けた政務調査費の総餌から支出の総額を控除して残余が

ある場合は､残余の額について返還しなければなりません｡(条例第12条)

○ また､収支報告書を訂正した場合､その結果､新たな残余額が生じた場合も返還が

必要となります｡

②返還時期 ･方法

○ 毎年度の収支報告 (4月30日提出期限)の場合は､6月下旬に事務局からお渡し

L,する納付書により金融機関から返還していただくことになります｡

○ 収支報告書の訂正による返還の場合は､訂正後に事務局からお渡しする納付書によ

り金融機関から返還いただくことになりますO
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(3)訂正
議長に提出した収支報告書及び会計帳簿等の写しを訂正する場合は､次の方法によりま

す｡

なお､会派及び議員が保管する書類も同様に訂正して下さい｡

○訂正方法

ア.訂正届

訂正届 (規程様式第14号 :記載例83ページ)を提出して下さいO

ィ.収支報告書の訂正

a.m 前の内容も分かるように見え消uこする必要があります｡(記載例84ページ)

b.犯 の箇所を線で消し､訂正後の数字又は内容を記載L/て下さL,i,

C.余白に訂正年月日及び訂正書の氏名を記載L/77 さしも

★犯 した全ての箇所に訂正書の押印をして下さLt

※2匝】以上の訂正を行う場合は､※､(A)､(a)など､訂正箇所と訂正時期が分かるよ

うにそれぞれの訂正箇所及び訂正年月Elの前に記号を付けて下さL/㌔

ウ.会計帳簿等の写しの訂正

a.訂正前の内容も分力＼るように見え消uこする必要があります｡

b.和 の箇所を線で消し､m 後の数字又は内容を記載して下さLt

c.余白に訂正年月日及び訂正書の氏名を記載して下さし㌔

★犯 した箇所のうち､原因となる該当箇所に訂正者の押印をしてください,

その他の関連部分 (集計部分等)の押印は省略できますO

※2回以上の訂正を行う場合は､※､(A)､(Ei)など､訂正箇所とm 時期が分かるよ

うにそれぞれのm 箇所及び訂正年月日の前に記号を付けて下さし㌔
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6.検査等

(1)議長の調査

根 拠 :条例第11条 (議長の調査)及び規程第10条 (議長の調査)

調査対象者 :政務調査費の交付を受けた会派及び議員

調査対象資料 :収支報告書及び会計帳簿等の写し

(2)検査等の実施方法

議長力巧守う言局査は､政務調査費検査等協議会による検査及び事務局職員によ

る確認の方法により実施します｡

① 議会事務局職員による書類確認

○ 確認作業の対象は全会派及び全議員から提出された全ての書類とし､原則として

書面上の確認を行いますo

(確認の視点)

･提出すべき書類がもれなく提出されているかを確認しますo

･提出書類の記載内容について､計算誤りや記載ミスなどがないかを確認しますo

･按分比率の誤りがないかを確認します｡

② ｢政務調査費検査等協議会｣による検査

○ 会派及び議員のうらから一部を抽出し､検査を実施しますo

O提出書類の検査とともに､必要に応じて学識経験者委員が対面調査を実施します｡

(検査の視点)

･収支報告書及び会計帳簿等の写しの検査にあたっては､規程第5条に定める政務調

査費の使途基準に合致しているか否かを中心に検査します｡

(3)相談体制

政務調査費の適正な運用を期するため､各会派及び議員からの随時の相談に応じるた

めの体制を整えていますD

O椙言村本制 (方法)

①会派及び議員が使途基準等について相談を行う場合は､事務局に申し出て下さいO

恩事務局は､その内容について､専門的な知見が必要と判断した場合は､学識経験者

委員に助言及び意見を求め､その結果を相談のあった会派及び議員へ報告します｡
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③学識経験者委員は､会派､議員からの相談や検査の実施状況について､適宜､協議

会に報告を行い､使途基準の事例等必要な内容は､会派及び議員へ報告されます｡
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7.閲覧

(1)対象

①収支報告書

提出された収支報告書の原本が閲覧に供されます｡

②会計帳簿等の写し

提出された次の書類が閲覧に供されます｡

･会計帳簿 (写し)

･領収証貼付用紙 (写し)

･支払明細書 (写し)

･活動記録簿 (写し)

･事務所 ･職員雇用状況報告書 (写し)

(2)期間

閲覧は､次の期間行うことができますO(条例第 13条､規程第 11菓)

☆開始日 :当該収支報告書等の提出期限(翌年度の4月30日)の翌E3から

60Ejを経過した日の翌日カ＼ら

☆終了日 .当該収支稚告書等の提出期限(翌年度の4月30日)の翌E]から

5年を経過する日まで

(3)場所等

☆場所 :府議会情報コーナー

☆白日壱:月～金曜白 (祝祭日を除く)､9:00-18:(:沿

(4)方法

①閲覧

･だれでも閲覧できますO

･議会事務局へ申し出いただきますO
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②複写

･複写申出書に所定の事項 (氏名､住所､連絡先､複写を希望する文書名等)を記載し､

議長へ提出していただきますo

･1枚 (ペ-ジ)につき､10円(A4版の場合)の費用が必要です｡(大阪府議会情報公

開条例施行規程第13条第4項)
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8.税務上の取扱い

(1)所得税法上の取扱い

①会派

会派は､｢人格なき社寛｣です力＼ ｢人格なき社団｣に対する所得課税については､原

則非課税であり､収益事業を行う範囲において課税されるものでありますo会派は収益

事業を行っていないので課税されませんO

議員個人に交付される政務調査費は､その全額が議員としての公的調査研究活動に必

要な費用を賄うために使用される仕組みとなっています｡

したがって政務岩層査費が雑所得の収入金額に該当するとしても､ここから調査研究の

ために支出した費用を控除した収支差額については､剰余が生ずることはあり得ません

(使用残額については､返還する義務があるため)｡その結果､課税所得は発生しないこ

ととなりますO

[全国議長会 (自治省行政課と露税庁との協議結果)]

※一万で､税務署は税務調査権を脅しており､税務調査があった場合には､適切に対応す

るためにも､会計帳簿や支出に関する証拠書類を適正に整理保存しておく必要がありま

すO
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1.様 式 及 び 記 載 例

1.(様式第1号)政務調査費交付辞退届

2.(様式第2号)会派結成届

3.(様式第3号)会派異動届

4.(様式第4号)会派解散届

5.(様式第6号)収支報告書の提出 (会派分)

6.(様式第6号の別紙)収支報告書 (会派分)

7.(様式第7号)収支報告書の提出 (議員分)

8.(様式第7号の別紙)収支報告書 (議員分)

9.(様式第8号)会計帳簿

10.(様式第9号)支払明細書

11.(様式第10号)活動記録簿

42

44

46

48

50

52

54

56

58

62

64

12.(様式第11号)事務所 ･職員雇用状況報告書 74

13.(様式第12号)領収書貼付用紙 78

14.(様式第14号)訂正届 82

15.収支報告書の訂正例 84

16.(参考第1号様式)政務調査業務委託契約書 85

17.(参考第2号様式)雇用契約書
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様式第 1号 (第2条関係)

年 月 日

大阪府議会議長

様

氏名

政務調査費交付辞退届

大阪府政務調査費 の交付 に関す る条例第 4条第 4項 の規

定 に よ り､下記 の とお り届 け出 ますO

記

1 辞退する議員氏名

2 辞退する政務調査費

年 月分～ 年 月分
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<J,-iEE#m>

様式第 1号 (第2条関係)

常好 00 年 00 月 00 日

大阪府議会議長

00 00 #

氏名 0 0 0 0 印

政務調査費交付辞退届

大 阪府 政務 調査費 の交付 に関す る条例第 4条第 4項 の規

定 に よ り､下記 の とお り届 け出ます｡

記

1 辞退する議員氏名

(フ くつ こ) (フ

2 辞退する政務調査費

平成00年00月分～ 00年00月分
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様式第 2号 (第3条関係)

大阪府議会議長

様

会派名
代表者氏名

年 月

会 派 結 成 届

大 阪府政務 調査 費 の交付 に関す る条例 第 5条 第 1項 の規
定 に よ り､下記 の とお り届 け出ますO

記

1 会派の名称

2 代表者の氏名

3 政務調査費経理責任者の氏名

4 政務調査費の月額 (所属議員 1人当り)

会 派

所属議員

5 所属議員数

6 所属議員氏名 別紙名簿のとおり
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<,,-=EEi軌>
様式第 2号 (第3条関係)

平成00年 00月 00 日

大阪府議会議長

00 00 様

会派名 000メ棚 m
代表者氏名 00 00 印

会 派 結 成 届

大 阪府 政 務 調 査 費 の 交付 に 関す る条 例 第 5条 第 1項 の規
定 に よ り､ 下記 の とお り届 け出ます ｡

記

1 会派の名称

00欄 ノ野

2 代表者の氏名

00 00

3 政務調査費経理責任者の氏名

()()C)(フ

4 政務調査費の月額 (所属議員 1人当り)

会 派 00,0
所属議員 000,0

5 所属議員数 00 人

6 所属議員氏名 別紙名簿のとお り
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様式第3号 (第3条関係)

年 月 日

会派名
代表者氏名

会 派 異 動 届

様

大阪府議会議長

大 阪府政務 調 査費 の交付 に 関す る条例 第 5条 第 2項 の規

定に よ り､下記 の とお り届 け出ます｡

記

1 異動年月日

2 異 動 内 容

区 分 節

旧会 派 の名 称

代表者

の氏名政 務 調 査 費経理責任

者の氏 名 ≡政務調査費の月額 (所属議員 1人当り) 会 派 円 会 派 円所職 員 円

所職 員 円所 属 議 員 数 F異動のあった所属議員氏名

(新 たに所属 した議 (所属議員 でな く



<甜 @>
様式第3号 (第3粂関係)

平成00年 00月 00 日

大阪府議会議長

00 00様

会派名 000.犬他 者貞上野
代表者氏名 00 00 印

会 派 異 動 届

大 阪府 政 務 調 査 費 の交付 に関す る条 例第 5条 第 2項 の規

定 に よ り､ 下記 の とお り届 け出ます｡

記

1 異動年月 日

2 異 動 内 容

区 分 節 ㌻

=会 派 の 名 称

∃≡代表者

の氏名政 務 調 査 費経理責

任者の氏 名政務調査費の月額 (所属議員 1人当り) 会 派 円 会 派 円所属鼓員 円≡所席義員

円所 属 議 員 数 So l 29 ^異動のあった
(新 た に所 属 した議 (所

属議員 でな くな員

氏名 ) つた議員 氏名)所属議員氏名



様式第4号 (第3条関係)

大阪府議会議長

様

会派名
代表者氏名

会 派 解 散 届

年 月

大 阪府 政務調 査 費 の交付 に関す る条例第 5条第 3項 の規

定 に よ り､ 下記の とお り届 け出ます｡

記

1解散した会派の名称

2解散 した年月日
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<,,-=EEm>
様式第4号 (第3条関係)

平成00年 00月 00 日

大阪府議会議長

00 00 #

会派名 000.大鹿府着金着岸ノ野
代表者氏名 00 00 印

会 派 解 散 届

大阪府 政務調 査 費 の交付 に関す る条例第 5条 第 3項 の規

定に よ り､下記 の とお り届 け出ます｡

記

1 解散 した会派の名称

00000000

2 解散した年月日

平成00年00ROOG

(̂･i)この厳粛mば.-iWですo
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様式第 6号(第6条関係)

大阪府議会議長

様

年 月 日

会派名

代表者氏名

年度政務調査費に係る収支報告について

大阪府政務調 査 費 の交付 に関す る条例第 10条第 1項 (罪

2項)の規定によ り､別紙 の とお り 年度政務調査費

収 支報告 書 を提 出 しますO なお､収 支 の残 余 につい て は､

同条例第 12条 の規 定 に よ り返還 します｡
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<p-=a#W>
様式第6号(第6条関係)

平鹿 00年 00月 00 日

会派名 000相 続者会費貞ノ野
代表者氏名 00 00 印

大阪府議会議長

00 00 様

平成00年度政務調査費に係る収支報告について

大 阪府 政務調査費 の交付 に関す る条例第 10条第 1項 (寡

2項)の規定によ り､別紙の とお り平成00年度政務調査費

収支報告書 を提 出 しますC なお､収支 の残余 について は､

同条例第 12条 の規定 に よ り返還 します C

(1%)この忍野船 .一mです｡

-51-



(別紙)

入

政務調査費

年度政務調査費収支報告書

会派名

門 (A)

項 目 支 出 額 主たる支出の内

訳調査研究費

研 修 費

会 議 費

資料作成費

資料購入費

広 報 費

事 務 所 費

事 務 費人 件 費

合 計 (B )4 残 余

円(3の



ぐ脚 >
(別紙)

乎二好OC)年度政務調査費収支報告書

会派名 00a棚 m

A

政務調査費 24, 000, 000 円 (A)

項 目 支 出 額 】 主たる支出の内訳 ∈

調査研究費 3,653,605 曹舛行

政桝 等研 修 費 7,756,350

殿 舎参加曹夢会 議 費 2,125,010

会鹿野鑑密着等資料作成費 1,532

,659 要ぎ鼻珊 作者資料購入費 1,65

4,890Lgm .腰庶脚 夢広 報 費 3,
960,100

金成広離 ffm者夢事 務 所 費 0 ＼事 務 費≡ 4,269,677 薯虜襟者 /J-ス夢
≡人 件 曹 5,030,23
0会脚人#者≡合 計 23

982′52 1≡(B) ＼支出額が0の土JjAはまつ入Eーソ 筋ローpじ

しないで下さい収 支 差 額 17′ 479 円

(A-ら)4 残 余 77′ 479 円

(3の金額がマイナスの場合は0円､プラスの場合は同じ



様式第7号(第 6条関係)

大阪府議会議長

樵

氏名

年 月

年度政務調査費に係る収支報告について

大阪府政 務調査費 の交付 に関す る条例 第 10条第 1項 (第

3項)の規定によ り､別紙の とお り 年度政務調査費収支

報告書 を提 出 しますO なお ､収支 の残 余 につい ては､同条例

第 12条 の規定 に よ り返還 します ｡
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<p-=a#@>
様式第 7号(第6条関係)

平成 00年 00月 00 日

氏名 C)(フ 00 印

大阪府議会議長

C)くつ C)(フ様

乎虜 00年度政務調査費に係る収支報告について

大阪府政務調査費 の交付 に関す る条例第 10条第 1項 (第

3項)の規定によ り､別紙の とお り平ノ好00年度政務調査費収支

報告書 を提 出 します｡ なお ､収支 の残 余 については､同条例

第 12条 の規 定 によ り返還 します｡

(̂T3)この影野顔は,-2野ぞすo
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(別紙)

入

政務調査費

年度政務調査費収支報告書

氏名

円 (A)

項 目 支 出 署員 主たる支出の内

訳調査研究費

研 修 費

会 議 費

資料作成費

資料購入費

広 報 費

事 務 所 費

事 務 費人 件 費合

計 (B)4 残 余
円(3の



<p-だ甜 >
(別紙)

平成00年度政務調査費収支報告書

氏名 0 0 0 0

A

政務調査費 5, 880, 000 円 (A)

項 目 支 出 零自 主たる文ttjの内

訳調査研究費 231,560

菅井榊 夢研 修 費 50,250

研修会参勿青草会 議 費 292, 5

29 歯元腰藤棚 等資料作成費 18

5,620 .資脚等御 者資料購入費

39 1, 257 鹿野.鹿脚 等広 報 費 980,051 GGGgtf-jr

事 務 所 費 1, 262, 983 募彫

夢と掌事 務 費 865, 235

夢細 腰ス者等人 件 費 1,

634,040 事朋 臓合 計 5, 893, 525 (B)

3 収 支 差 額 - 13. 525 円

(A-B)4 残 余 0
円3の金額がマイナスの場合は0円､プ
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様式第 9号 (第 6条関係)

支払明細書

香77 支払年月 日 支払額(円) 支払先 使途及び内容
備 考

i
≡E

計

上記 の とお り相違 な い こ とを証 明 します｡年 月 日 会派 ･

議員名洪 按分により政務調査費の支出を行った場合には､｢備考｣欄に支払総額及び按

分の割合を記載 して くださいC※ 写 しを提出する際には､個人情



<甜 @>

支払明細書

様式第 9号 (第 6粂関係)

杏ノラ~ 支払年月 日 支払額(円) 支払先 使途及び内容

備 考7 0.4.20 860 JR56本 00農度合参,W見好jg(00m

～AA厨を@) 【2 0,5.8 720 カpソIJニ/fe a粛R.夢慶ノデ｢彦粛40

+P)(00屠LZ)腰脚 )♂ 0,5,70 71,5:20 M5fカ 4R分署鼻fe(MだD戯 一石G彪5/煮者tL) 潜G7

7,2ccノ甲

gj?2

/3//銀行口座か らの自動引落 しの場合で､領収書のないものも記載 し

て下さいOその場合､通帳は 5年間保存してお

いてください

計上記 の とお り相違 ない こ とを証 明 しますD

平成00年00月

00日 会派 ･議員名 ○ くつ () くつ

印※ 按分により政務調査費の支出を行った場合には､｢備考｣欄に支払

総額及び按分の割合を記載 してく

ださい｡※ 写 しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (大阪村議会



様式第 10号 (第6条関係)

活 動 記 録 簿

会派 ･議員名

年 月 日

場 所

相

手 方参

加者氏名目的､内

容､結 果 等活動に要した経 費 行 先 利用交

通機関 利用区間 金 額

円

円

円

円

円

円宿泊費

円 内訳:飲食費 円 内訳:

資料購入費 円 内訳 :会費 円 内訳 :その他 円 内訳 :

内訳 :備 考※ 結果報告等について､スペースが足りない場合は､別途

報告資料を添付してください｡※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (

大阪府読会情報公開条例第8条及び第 9条)に該当する内容が記載



｢活動記録簿｣記載例

① 調査研究費 :管外調査

② 調査研究費 :海外調査

③ 調査研究費 :調査委託

④ 研修費 :管外出張

⑤ 会議費

⑥ 広報費 :広報活動

⑦ 広報費 :広報紙

⑧ 広報費 :ホームページ

【作成する必要のある事例】

･政務調査のために管外等へ出張L/たとき､

･会派及び議員が主催する会議を開催したとき､

･政務調査にかかる会合に関係する飲食のあったとき､

･広報活動を行ったとき､

･業務委託調査を行ったとき､

などの際に､作成L/て下さいO

なお､活動内容の確認ができる関係書類があれば､この記

録簿に添付してくださいo

-65-



<磨屠@>

様式第 】0号-(第6条関係)

活 動 記 録 簿

① 【調査研究費 :管外調査】 会派 ･議員名 00 00

年 月 日 槻 QORO仏ノ～榔 OG仏ノ

場 所 0056.0㈱ 会 00虎魚 00セン

ター相 手 方 00屠00/鰍〇(○深長 005#青安貞会○○深見 00虚
余響轟鼠00せ

.ン夕｢&参加者氏名 C

)C)C)(つ目的､内容､結 果 等 .本務歩礎好Lr

いる量窮策野で虜i

･00婿･0聯･00mFAの,55蓼と鹿野

･00センターの着財t戯脚等7ごついて胡管 .肝変L, これからの鹿 鼻濠敷 く定

例 会等の駅 7/こ励 lto活動に要 した経 費

行 先 利用交通機関 利用区間 金 額

0 戯紺 侶紗 戯櫛 -00 OC?.00C

朽00 タクシー 00-00 C).00C門

00せ.ンタ- /tス 00-00 0

0cm円

宿泊費 円 内訳

:飲食費 円 内

訳:資料購入費 円 内訳 :計備

考 ′帝脚 ... 摩菱夢※ 結果報告等について､スペースが足 りない場合は､別途

報告資料･を添付してくださいO※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情

報 (大阪府議会情報公開条例第8条及び第 9条)に該当する内容が記



ぐ甜 W>

様式第 10号 (第6条関係)

活 動 記 録 簿

② 【調査研究費 :海外調査】 会派 ･議員名 00 00

年 月 日 榔 卒OROG(a)～乎mO卒0万08仏ノ

場 所 00@ 00j5.00j5.00菰 00

市■相 手 方 00i50の紛 l (%+jWG腐

粛 轟庶)参加者氏名 00.00.00.00

.00.00目的､内容､結 果 等 柵 頓首 する塵三雲諾野で慮る0(ユ蹴象 0潤

等に つい T.00棚 膳 .庶穿L.棚 の避雷t腰 船

LZ)鹿上/=# す名=t彦GMとL.メ臓 00行政紋轟野の｢貞tL僧 .尻穿

/ニ鼻好Lfroその虎男/I?いr依 r*m虎着金00行政評鰍 /=m

子tLTit必rいあ活動に要した経 費 行 先

利用交通機関 利用区間 l 金 額戯 響 J

R r雀紗 000-MB C),000円※海外費用 については､別添 費用内訳書のとおり 円

円円

宿泊費 円 内

訳:飲食費 円 内訳:

資料購入費 円 内訳 :会費

円 内訳 :円 内訳 :備 考 一房聯･..鹿槻 β

線 腰 衣薮 畑 府凄穿0欄 庶告ぎ※ 結果報告等について､スペースが足りない場合は､別途報告資

料を添付してくださいO※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (大阪府議会情



<L訂粛軌>
様式第 10号 (第6条関係)

活 動 記 録 簿

③ 【調査研究費 :調査委託費】 会派･議員名 00 0 0

年 月 日 42:mOO卒OROG

委 託 名 0 0 /=つ

いで委 託 先 lM}0000蓉夢

センター委 託 者

(フ(フ目的内容､結果 等 ･00の肋 ぴ散財 ごついTの詑 夢蓉5L,
-HL.そ棚 貫首を今度僻 .縦 材tfo傾脚 容

.僻 等ぱ郷 とお yJ経 費 項 目 金 額 備

考

鮒 0,000FT

備 考

※ 結果報告等について､スペースが足りない場合は､別途報告資料を添付してください｡※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (大阪府議会情報公開条例第8条及び第9条

)に該当する内容が記載されている場合は､マスキングして提出して



<厳粛W>

様式第 10弓一(第6条関係)

活 動 記 録 簿

④ 【研修費 :管外出張の例】 会派 ･議員名 00 00

年 月 日 触 卒AdRdAGlA} ～ AAGL2u

場 所 00'+テル (00,4iOOj500ET

:}研 修 名 rt}IIコに

ついTノ参 加 者 (フ

(つ(つ(つ目 的 ,

EJ与'′▼=

-ー00の済

･AAA戯好 事/=ついT.粛 鯵蓉鹿 野L.今Gのqjg%g/.5

m/I,.gidlto内 容 ､結果 等 好鰍 ノ:靴静のtガ t/J

経 費 項 目 ⊆ 金 額 備 考.好 適 jq 00,000FF 戯下群0-0 鐙好 αかFg榔 ～0 蕗静00,000/守タクシーの野-朗 0,

000ノ甲タクシー0-0 0,L

WFg屠,好摩 AA′

AAAJ甲参 加 者 00,000fg

a 00,000fy

備 考 腐脚 .

..僻※ 結果報告等について､スペースが足 りない藤倉は､別途報告資料を添付してください

O※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (大阪府読会情報公開条例第

8条及び第 9条)に該当する内容が記載されている場合は､マスキ



<脚 >

様式第10号 (第6条関係)

活 動 記 録 簿

⑤ 【会議費の例】 会派 ･議員名 00 00

年 月 日 肋 A孝:AARAAG{Aj

場 所 00

0淵相 手 方 ∠コ

亡7市二参 加 者

0000目 的内 容 ､結果 等 ･0脚 算に府/九 度居の府紺 する

摩 触 A/=MLjまた.朗 彦卿 〆

る71-あの鹿野郷経 費 項 目 金 額 備 考飲 み 鯵 0,000Fg ペツF'FFル 7.8

Vy/Pxs.本腰コップ3

0m会 修 身 A,AAAノ甲

# 0,000丹

備 考

※ 結果報告等について､スペースが足りない場合は､別途報告資料を添付してください｡※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (大阪府議会情報公開条例第8条及び第9条

)に該当する内容が記載されている場合は､マスキングして提出して



<p-だ#@>

様式第 10弓 (第6条関係)

活 動 記 録 簿

⑥ 【広報費 :広報活動の例】 会派 ･議員名 00 00

年 月 日 触 卓ddノ屠dAG{A}

場 所 000公

尾野相 手 方 L}75S

L}DB参 加 者

0000目 的内 容､結果 等 ･彪額資 LO聯

会葬LP̂L.}

･雌 での濠紺 資 等■′ごつ いrの広野 lmhjt農見慾#働 .

経 費 項 目 金 額 備 考飲 み 静 0,000仔 ペツF'7Yjル7,

8/JツFルX3本彪コップ

30m倉 膚 .穿 A AAAJ甲

a 0,000符

i備 考

※ 結果報告等について､スペースが足りない場合は､別途報告資料を添付してください｡

※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (大阪村議会情報公開条例第8粂及び第9



<脚 >

様式第 10号 (第6条関係)

活 動 記 録 簿

⑦ 【広報費 :広報紙の例】 会派 ･議員名 00 0 0

年 月 日 榔 0卒0方

表 題 00f=.i

tJ対 象

00裾配布部数等 0

0 顔硯 00 戯目的内容､結果 等 勝 彦虎成LjFEに周

鄭緋 tti/I.

朗 .二要糊 デi;

･棚 野好一0
0市僻･0僻 等■

戯面の皮ガ此徽 /1/3活動に要した経 費 項 目 部 数 金 額 備 考I--≡: 00

粛 600.000JT0/OBEB A働 齢 比 1/3 200.000ノ甲 Ax

1/3--6戯 森羅押 100.000FP C...;I;L=T三.-xT,A 譲､#
携三八三…ややや浄 8-CR*Jfq +OG

/=Hl脚 Oo膚 90.000FTa/oB支姦 D

働

鮒 此 7/3 孝凍てぎ……:串孝顔 Ox1/3舶 rOB/=Ml

【備 考※ 結果報告等について､スペースが足りない場合は､別途報告資料を添付

してくださいo※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (大阪府議会情報

公開条例第8条及び第9条)に該当する内容が記載されている場合は



く甜 W>

様式第 10号 (第6条関係)

活 動 記 録 簿

⑧ 【広報費 :ホームページの例】 会派･議員名 00 00

年 月 日 榔 0密度申

表 題 00の'+｢ムペ

ージ対

象 磨方 法 イニ/夕-

ネットを戯好目的内容､ 勝 での漂静など蓉'+｢

ムペ-ジ瑠 介L.農屠.農著者を鰍

fi;･ 戯 頗
瞥･ 勝 .農

産倉淵結果 等 ･ 棚 夢'7t

｢ムページの超勤皆働 :2/ 3経 費

項 目 委 託 料 ⊆ 内政調活動費 岳備 考携好.蓉轡醐 Jg銑)C7,0
00fg Jq齢0,000FF 2/3脚 Rm

OC?,000FF Rm00,000符 2/3プb′1+/ダ｢# ,qm00,000Fg Rm00,000J7 2/3

ドi

備 考※ 結果報告等について､スペースが足りない場合は､別

途報告資料を添付してください｡※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情

報 (大阪村議会情報公開条例第8条及び第 9条)に該当する内容が記載さ



様式第 11号 (第6条関係)

【事務所概要】

○所在地 住所

年度 事務所 ･職員雇用状況報告書

会派･議員名

延べ 床面積 m

○所有区分

口自宅兼事務所

□専用事務所

□自己所有物件

口賃借物件 所有者 (･親族 ･関連会社 ･第三者 )

賃貸借契約先 〔

□その他 〔

○他用途との兼用の有無

□有 ･後援会事務所 ･政党事務所 ･その他 〔

□無

○按分の積算

口使用実態による按分 (使用面積､使用時間等による)

コ事務所全体面積 mB(A) (内､政務調査活動に使用する面積

□事務所使用時間 時間(A) (内､政務調査活動に使用する時間

按分率 (B)/ (A)- /

□活動状況に応じた按分 (使用実態が明らかでない場合)

1/ 2 1/ 3 その他 〔 〕

○主な経費の支出 (按分後の経費を概算で記入してください)

･賃料 円/月 (按分率

光熱水費 円/月 (按分率

その他 門/月 (按分率

/

/

/

○駐車場 (按分後の経費を概算で記入してください)

来客専用 台 円/月 (按分率 / )

来客兼用 台 円/月 (按分率 / )

※ 上記について､必要な箇所を記入するとともに､口の該当する項 目にレ印又は■を､

また､選択する事項をOで囲んでください｡

※ ｢按分の積算｣の ｢事務所使用時間｣欄については､原則 として､週単位の平均時間

で記載 してくださいOただし､年単位又は月単位での記載でも結構ですC

※ 写 しを程出する際には､個人情報等非開示情報 (大阪府議会情報公開条例第 8条及び

第 9条)に該当する内容が記載されている場合は､マスキングして提出してくださいO

-74-



<p-=aBW>

平成00年度 事務所 .職員雇用状況報告書

会派 ･議員名 0 0 0 0

式第 11号 (第6条関係)

【事務所概要】

○所在地 住所 00有00g00021-1
% 0000-00-0000
延べ床面積 60.0 nf

○所有区分

□自宅兼事務所

■専用事務所

口自己所有物件

■賃借物件

賃貸借契約先 〔

○その他 [

○他用途との兼用の有無

■ く = = ⊃ .

○按分の積算

聖 者 (･親族 ･舶 会社 ①

■使用実態による按分 (使用面積､使用時間等による)

K事務所全体面積 60 rn2(A) (内､政務調査活動に使用する面積 40 m2(B))

□事務所使用時間 時間 (B))

-:-:_ 一二∫_tを亨云_{_:-__;_:二_ミ_-I-I: :=芦-,Ti:_:-:

按分率

□活動状況に応じた按分 (使用実態が明 らかでない場j

l/2 1/3 その他 〔 〕

○主な経費の支出 (按分後の経費を概算で記入 してください)

賃料 eO,000 円/月 (按分率 2/
光熱水費 27,600 円/月 (按分率 2/3'●

･その他 10 000 円/月 (按分率 2/3 )

○駐車場 (按分後の経費を概算で記入してください)

※基となる事務所本

体の按分を考慮す

る必要があるため

▲事拝所按分串2/3
×来客専用10/10

来客専用 1 台 10,000円/月 (按分率 2/3)

来客兼用 1 台 5,000円/月 (按分率 7/3

1事拝所按分串2/3

x来客兼用1/2
-1/3

※ 上記について､必要な箇所を記入するとともに､口の該当する項目にレ印又は書を､ま

た､選択する事項をOで閉んでくださいD

※ ｢按分の積算｣の ｢事務所使用時間｣欄については､原則として､週単位の平均時間で記

載してください｡ただし､年単位又は月単位での記載でも結構です C

※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (大阪府謡会情報公開条例第8条及び第 9

条に)該当する内容が記載されている場合は､マスキングして提出してください｡

(̂･i)この度戯船 .一鍬ぞt0
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様式第 12号 (第6条関係)

ちよう
領収書 貼 付用紙

会派 ･議員名

貼付欄 (山部充当 ･按分の場合は､余白に按分率､政務調査費支出額等を記載)

※ 1ページに複数枚のはり付け可C (ただし､重ならないようにはり付けることO)

※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (大阪府議会情報公開条例第8条及び

第9粂)に該当する内容が記載されている場合は､マスキングして提出してください｡

178-



<甜 W>

様式第 12号 (第6条関係)

原本ではなく､写しを提
出して下さいO

提出者名は､ゴム印､ 印 刷でも

可

会派 ･議員名 畑 太郎

※



<,,-=EEOV>

会派 .議員名 *W 太m

ち上う
領収書貼付用紙

様式第 12号 (第6条関係)

貼付欄 (一部充当 ･按分の場合は､余白に按分率､政務調査費支出額等を記載)

磯 金額疲紅濠 己を鉦 宗論 気 宇遠 さ蕗壷 淀 壷 表諒妄畠/gi:::雷

讐 警 讐 上里 太郎 MNM#m jは )7年 18汚ご誇藻類 〔 9.f:IJ=棚 労う

下野:i怒u帝嶺幣感電､ 絹 岸 2 5 日 ぷユニ- 家 裁 ｡ 援 カ,ら師 兎だ世こしなた賢哲藩もノ之, 雲丹意駿等

儀 猟 書A"棚 ㌢鞘〉1- 脚 ,Zlj笛恥 榊 戸板 LR - A- 謂p 書芸忘 表芸霊

芸 蔓ご親 祭 :J一一ド ア , A , 似 る 個人情報は､マスキングされ '叫㌃ ㌃

㌃ ㌻ 手 芸W M､aEJ罵好悪率 ー ■ ■ 一 一 ■ ているか､確認 して下さい
o

* 妹 練 * * 永謎 轟 ag- 確9.悪霊書 芸,

を率
′ミ雑

考**海事

亀

(領

- j･･.:
:I;
･･ 1ノ,㍊八寄株式会社JO朋0ネット関西

SSeli的5〔こ

19年 10月30日上fLI-:,515掛 .1.LjTLbJ:,- 1 nlチ〔X)つ

こ官()DYプリ--レギぶラ- PO8 挙防41

数量 48_48L申･

牙 1:7.二〕rl(内海小'1秒税 魯5
3.8O y=26偲う~ ---I--L-I-----一■-一一一-

一一I-■____rI'･T.L77言
草6･･'=idl釣銭 1万:33

幣 7千:Sag伝
恥0940持当二二二二叫二ド.ここZIT■'Llftll●zT. 鹿か6,64/ノ甲

x1/4-

7,660Fg個人情報は､マスキングされ

ているか､確認 して下さいO(レシー トの

場合は､個人名が印字されている場合が多いので注意 して確認 して下さいO)※ 1ペ

ージに複数枚のはり付け可｡ (ただし､重ならないようにはり付けることe )※ 写

しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (大阪府議会情報公開条例第 8条及び第9条)に該当する内容が記載されている場合は､マスキングして提出し



<,,-=EEm>

会派 ･議員名 *W km

様式第 12号 (第6条関係)

ETCカード口座引落の例

ナ,よう
領収書 貼 付用紙

※



様式第 14号 (第 9条関係)

年 月 日

訂 正 届

大阪府議会議長 様

会派 ･議員名 印

大 阪 府 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 第 10条 第 項 の 規 定 に よ り

年 月 日付けで提出した ｢ 年度政務調査費収支報告書｣

について､下記のとおり訂正しますO

記

1 訂正理由

2 訂正書類 (いずれかの記号に○印を付けてください｡)

(1)収支報告書 ( a 訂正あり b 訂正なし )

<訂正箇所>

ア 1 収入 イ 2 支出 ウ 3 収支差額 エ 4 残余の額

オ その他の箇所 (

(2)会計帳簿等の写し ( a 訂正あり b 訂正なし )

ア 会計帳簿の写し
■一

イ 領収書 〔領収書 貼 付用紙〕

ウ 支払明細書

工 活動記録簿

オ 事務所 ･職員雇用状況報告書

3 残余額について (いずれかの記号に〇日Jをィ､jけ､アの場合は金額を記載してくださいC)

ア 訂正の結果生じた新たな残余は､ 円であり､返還する｡

イ 残余なし

※ 収支報告書をま､該当箇所を訂正及び認印し､余白に訂正年月日及び訂正者氏名を記載 し

てください｡

※ 会計帳簿等の写しについては､原因となる該当箇所を訂正及び認印し､余白に訂正年月

日及び訂正者氏名を記載してくださいOその他の関連部分 (集計部分等)は訂正の上､認

印は省略可とします｡

-82-



<脚 >

様式第 14号 (第9条関係)

平成00年 00月 00 日

訂 正 届

大阪府議会議長 様

会派 ･議員名 00 00 印

大 阪 府 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 第 1 0条 第 7項 の 規 定 に よ り

会′軒脚 に厳粛Lた金卯 が拷容に静LJカ切 るごとカ聯 Lたf

rめo2 訂正書類 (いずれかの記号に○印を付けてください｡

)(1)収支報告書 ((∋ 訂正あ｡ b 訂正なし )

<訂正箇所>

ァ 1 収入 (∋ 2 支出 (∋ 3 収支差額 (∋ 4 - の額オ その他

の箇所 ((2)
主計帳簿等の写し (○ 訂正あり b 訂正

なし )○ 会計帳簿の写し■一
イ 領収書 〔領収書 貼 付用紙〕

り 支払明細書工 活動記録簿オ 事務所 ･職員雇用状況報告書≧額について (いずれ

かの記馴こC印を付け､アの場合は金額を記載してください｡)○ 訂正の結果生じた新たな残余

は､ 46,655円であり､返還するOイ 残余なし※ 収支報告書は､該当箇所を訂正及び

認印し､余白に訂正年月日及び訂正者氏名を記載 してください｡※ 会計帳簿等の写し

については､原因となる該当箇所を訂正及び認印し､余白に訂正年月日及び訂JN王者氏名を記載してくださいoその他の関連部分 (集計部分等)は訂正の上､認

印は省略可としますD(̂･%)この甜 伊ば.一mでt0



<影野W>

(様式第 7号 別紙)

平成00年度政務調査費収支報告書

氏名 0 0 0 0

A

政務調査費 5,880,000 円 (A)

2 支 出

項 目 支 出 顎 壬たる支出の円

訳調査研究費 231,560 管外調査旅費管内調

査交通費研 修 費 ! 50# 飛
童=諸 蔑蕉費 等会 議 費 292,529 竃莞闇貰警嘉左葉欝 代官

むノ会議室借上料 等資料作成費 18

5,620 資料等印刷費資料購入費

391,257 嘉嗣 駄 鎧 料 等広 報
費 980,051 窒墾 葦既

成費 等事 務 所 費 盛誓 髭 志望 認 墓転 科事 務 費 865,
235 葺霧欝鷺等上村通信費(電話､郵券

等)等人 件 費 1,634,040 事務員

雇用経費合 計 5,833,345轡 937
-与詣 (B)

46,655
･Eir 一､

46,
6554 残

余 @ - 円 平成0卒OR0a

.1575OO 003K2maBJ摩a

)影滋~J才ガかidt･タ/=そねぞね屠孝夢蓉#/tr下き い

o(3の金額がマイナスの場合は0円､プラスの



参考第 1号様式

政務調査業務委託契約書

1 委託業務の名称

2 委託調査の 目的

3 委託調査事項

4 契約期間

平成 年 月 日 か ら 平成 年 月 日 まで

5 業務委託料

金

上記の委託業務 について､委託者 (甲) と受託者 (乙)は､各々の対等 な立

場における合意 に基づいて､別添の条項 によって公正な委託契約 を締結 し､信

義 に従って誠実にこれを履行す るもの とす る0

本契約の証 として本書 2通を作成 し､当事者記名押印の上､各 自 1通 を保有

す る｡

平成 年 月 日

(甲 ) 住所

氏名

㊥

(乙) 住所

氏名

㊥
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(目 的)

第 1粂 本委託契約は､甲が に関する業務を行 うことにつき､乙に

対してこれを委託することを目的とする｡

(業務の内容及び方法)

第2条 調査業務等の内容及び方法は､別紙 ｢政務調査業務等仕様書 ｣によるOなお､

その他､必要に応じて甲は乙に対して特別調査を指示する場合があるら

(委託料の支払い)

第3粂 甲は､この契約により乙の行う業務に対し委託料を支払う｡

(契約内容の変更)

第4条 契約の内容を改める必要が生じた場合は､双方協議の上決定する｡

(報告､検査及び業務の改善)

第5条 甲は､乙の業務について随時検査を行い､又は報告を求め､必要があるときは乙

と協議の上､業務の変更を求めることができるO

(遵守事項)

第 6条 乙は､業務履行中に知り得た秘密を他にもらしてはならないC

2 乙は､業務履行については善良な管理者の注意をもって行わなければならないD

3 乙は､業務履行について､必要に応じて甲と協議の上行わなければならない｡

(第三者の損害)

第 7条 乙は､業務上第三者に損害を及ぼしたときはその賠償の責を負うo

(権利義務の譲渡等)

第8条 乙は､本契約により生じた権利を第三者に譲渡し､若しくは担保に供し､文は

その業務を第三者に委託し､若しくは請負わせてはならない｡ただし､甲が承認した場

合はこの限りでないO

(契約保証金)

第9条 契約保証金は免除する｡

(契約の解除)

第 10条 甲及び乙はいつでも本契約を解除することができる｡

2 甲が本契約を解除するときは1カ月分に相当する委託料を乙に支払うものとするC

3 乙が本契約を解除するときは甲に対し一切の委託料を請求することができないC

(補 則)

第 11条 この契約書に定めのない事項については必要に応じて甲乙協議して定めるこ

ととするe
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政務調査業務仕様書

1 調 査 対 象

2 調 査 方 法

3 調 査 内 容

4 成 果 物

委託業務報告書

委託費清算報告書

-8 7-



参考第2号様式

雇 用 契 約 書

ー



<忍野W>

雇 用 契 約 書

参考第 2号様式

-
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2.関 係 法 令

1.地方自治法 (第100条第14項 ･第15IB) 93

2.大阪府政務調査費の交付に関する条例 94

3.大阪府政務調査費の特例に関する条例 97

4.大阪府政務調査費の交付に関する規程 98

5.大阪府政務調査費検査等協議会設置要綱 101

6.大阪府政務調査費の交付に係る収支報告書等の閲覧に関する要綱 102

7.大阪府議会情報公開条例 (非開示情報 :第8条第5項 ･第9条第1項) 104

8.公職選挙法 (第199条の2) 105
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地方自治法 (抄)<第100条第14項 ･第15項>

第百条

14 普通地方公共団体は､条例の定めるところにより､その議会の議員の調査研究に

資するため必要な経費の-部として､その議会における会派又は議員に対し､政務調

査費を交付することができる｡この場合において､当該政務調査費の交付の対象､額

及び交付の方法は､条例で定めなければならない0

15 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は､条例の定めるところにより､

当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとするO
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大阪府政務調査費の交付に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は､地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十凶項及び第

十五項の規定に基づき､大阪府議会議員(以下 ｢議員｣というO)の調査研究に資する

ため必要な経費の-部として､議会における会派及び議員に対し､政務調査費を交付

することに関L/必要な事演を定めるものとするo

(政務言局査費の交付)

第二条 議員の職務が､住民意思を代表し､政策を形成することであり､議会の役割が､

知事その他の執行機関が行う施策の評価及び監視迎びに政策の立案であることにか

んがみ､大阪府議会の会派(所属議員が一人の場合を含むO以下 ｢会派｣という｡)及

び議員の職にある者には､政務調査費を交付する｡

(会派に対する政務調査費)

第三菜 会派に対する政務調査費の月額は､五十九万円から当該会派が定めるその所属

議員に対する政務調査費の月額を減じた額に当該所属議員の数を乗じて得た額とす

る｡

2 前項の所属議員の数は､月の初日における各会派の所属議員数による0

3 月の途中において､議員の任期満了､辞職､失職､死亡若しくは除名､議員の所属

会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が

生じた日の属する月の政務調査費の額については､これらの事由が生じなかったもの

とみなして算定するO-の会派が他の会派と合併し､又は会派が解散L/た場合も同様

とする｡

4 各会派の所属議員数の計算については､同一議員について重複L/て行うことができ

ない｡

(議員に対する政務調査費)

第四条 議員 (会派に所属しない議員を除くO)に対する政務調査費の月額は五十九万

円を限度として会派が一律に定める額とし､会派に所属しない議員に対する政務調査

費の月矧 j:田十九万円とする0

2 任期開始の日が月の途中である議員には､当該月の政務言局査費は交付しない0

3 月の途中において､議員の任期満了､辞職､失職､死亡若しくは除名又は議会の解

散があった場合におけるこれらの事由が生じた臼の属する月の政務調査費の額につ

いては､これらの事由が生じなかったものとみなして算定する｡

4 政務言局査費の交付を辞退しようとする議員は､あらかじめ､書面によりその旨を大

阪府議会議長 (以下 ｢議長｣というO)に届け出なければならないO

(会派の届出)

第五条 議員が会派を結成したときは､代表者及び政務調査費経理責任者並びにその所

属議員に対する政務書局査費の月額を定め､その代表者は､会派結成届を議長に提出し

なければならない｡

2 会派結成届の内容に異動が生じたときは､その代表者は､会派異動届を議長に提出

L/なければならない0
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3 会派を解散したときは､その代表者は､会派解散届を議長に提出しなければならな

いO

(会派等の通知)

第六条 議長は､毎年度四月五日までに､前条の規定により会派結成届のあった会派及

びその所属議員に対する政務調査費の月額並びに政務調査費の交付を受ける議員を

知事に通知しなければならないO

2 議長は､年度途中において､会派結成届､会派異動届若しくは会派解散届が提出さ

れたとき､又は議員の異動が生じたとき若しくは第四条第四項の規定により議員から

政務調査費の交付を辞退する旨の届出があったときは､その旨を速やかに知事に通知

しなければならないo

(政務調査費の交付決定)

第七条 知事は､前条の規定による通知に係る会派及び議員について､政務調査費の交

付の決定を行い､その旨を会派の代表者及び議員に通知しなければならないO

(政務調査費の交付方法)

第八条 知事は､毎月､会派及び議員に対して政務調査費を交付しなければならない｡

(政務調査費の使途)

第九条 会派及び議員は､政務調査費を議長が規程で定める使途基準に従い使用しなけ

ればならないO

(収支報告書及び会計帳簿等)

第十条 会派の代表者及び議員は､政務調査費について､使途の透明性を図り､住E引こ

説明する責任を果たすため､次に掲げる事項を記載した収入及び支出の報告書(以下

｢収支報告書｣というO)を､会計帳簿その他議長が規程で定める書類及び領収書(以

下 ｢会計帳簿等｣というO)の写しとともに､政務調査費の交付を受けた年度の翌年

度の匹]月三十日までに議長に提出しなければならない｡

一 会派にあっては会派名及び代表者氏名､議員にあっては氏名

二 交付を受けた政務調査費の総額

≡ 政務調査費に係る支出の総額遊びに次に掲げる支出項目別の金額及び当言亥項目

ごとの主たる支出の内訳

イ 喜局査研究費

□ 研修費

ハ 会喜義費

二 資料作成費

ホ 資料購入費

へ 広報費

卜 事務所費

チ 事務費

リ 人件費

四 交付を受けた政務調査費の総零頁から政務調査費に係る支出の総額を控除して残余

がある場合は､当該残余の額
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2 会派の代表者は､会派が消滅した場合には､第一項の規定にかかわらず､当該会派

が消滅した日の属する月までの収支報告書及び会計帳簿等の写しを､消滅した日の翌

日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない｡

3 議員は､任期満了､辞職､失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなっ

た場合には､第一項の規定にかかわらず､議員でなくなった日の属する月までの収支

報告書及び会計帳簿等の写しを､議員でなくなったElの翌日から起算して三十日以内

に議長に提出しなければならない｡

(議長の調査)

第十一条 議長は､政務調査費の適正な運用を期すため､収支報告書及び会計帳簿等の

写しについて､必要な調査を行うものとする｡

2 議長は､前項の調査を行うときは､学識経験を有する者(議長があらかじめ二年を単

位として指名した三人以内の者o以下 ｢学識経験者｣というO)又は当該学識経験者

及び議長が選任する議員をもって構成する合議体の意見を聴くものとする,

(政務調査費の返還)

第十二条 会派又は議員は､その年度において交付を受けた政務調査費の総額から､当

該会派又は議員がその年度において行った政務調査費による支出(第九条の規定によ

る使途基準に従って行った支出をいう.)の総額を控除して残余がある場合､当該残

余の額に相当する額の政務調査費を返還しなければならない｡

(収支報告書及び会計帳簿等の写しの保存及び閲覧)

第十三条 議長は､第十条の規定により提出された収支報告書及び会計帳簿等の写しを､

当該収支報告書及び会計帳簿等の写しを提出すべき期間の末日の翌日から起算して

五年を経過する日まで保存しなければならない0

2 何人も､議長に対し前項の収支報告書及び会計帳簿等の写しの閲覧を請求すること

ができる｡

(議長等が欠けている場合の特例)

第十四条 議員の任期満了､議会の解散その他の事由により議長及び副議長がともに欠

けている場合のこの条例(第十-条を除くO)の適矧こついては､条例中 ｢議長｣とあ

るのは ｢大阪府議会事務局長｣とするo

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は､議長が規程で定めるO

附 則

この条例は､平成十三年233月-E3から施行するO

附 則(平成十四年条例第ハ五号)

この条例は､公布の日から施行するo(平成十四年六月四Ej公布)

附 則(平成十九年条例第七一号)

この条例は､平成十九年十月-目から施行する｡

附 則(平成二十年条例第ハ十号)

この条例は､公布のE]から施行するO(※平成二十年十月二十四日公布)

附 則 (平成二十一年条例第六十一号)

(施行期日)

1 この条例は､平成二十-年四月-日から施行するQ

(経過措置)

2 この条例の施行の際､現に改正前の第五条第一項の規定に基づき提出されている会

派結成届 (以下 ｢旧会派結成届｣というB)は､改正後の第五条第一項の規定に基づ

き提出された会派結成届とみなすOこの場合において､旧会派結成届を提出した会派

の代表者は､改正後の第四条第-頂に規定する議員 (会派に所属しない議員を除くO)

に対する政務調査費の月額を定め､この条例の施行の日から三日以内に議長に書面に

より届け出なければならない0
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大阪府政務調査費の特例に関する条例

大阪府議会の会派 (所属議員bL 人の場合を含む.)及び大阪府議会議員に対する政

務調査費の月額は､平成二十年ハ月一日から平成二十三年四月二十九E3までの問におい

て､大阪府政務調査費の交付に関する条例 (平成十三年大阪府条例第六十-号)第三条

及び第四条の規定にかかわらず､これらの規定に定める額からその百分の十五に相当す

る額を減じた額とするO

附 則 (平成二十年条例第四十八号)

この条例は､平成二十年ハ月-Ejから施行するo
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大阪府政務調査費の交付に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は､大阪府政務調査費の交付に関する条例(平成十三年大阪府条例第

六十-号｡以下 ｢条例｣という｡)の施行に関し必要な事項を定めるものとする｡

(議員の届出)

第二条 条例第凶条第凶項の書面は､様式第-号によるものとする.

(会派結成届等)

第三条 条例第五条第一項の会派結成届は､様式第二号によるものとする｡

2 条例第五条第二項の会派異動届は､様式第三号によるものとするD

3 条例第五条第三項の会派解散届は､様式第四号によるものとする0

(会派及び議員の通知)

第四条 条例案六条の通知は､様式第五号によるものとする｡

(政務調査費の使途基準)

第五条 政務調査活動(政務調査費をもって経費に充てることができる調査研究に係る

活動をいう｡)は､次に掲げるものをいうO

- 府政の一般課題､議会で審議する案件について行う調査研究及び情報収集のため

の活動

二 政治家､行政関係者又は民間の団体との意見交換及びそれらの者から情報収集を

行うための活動

≡ 住民からの要望及び意見の聴取滋びに住民との意見交換のために行う活動

四 住民に対して行う広報活動

五 前各号に掲げるもののほか､議長が必要と認める活動

2 政拝調査活動の意義にかんがみ､条例第九条の使途基準は､会派に係る政務調査費

にあっては別表第-､議員に係る政務調査費にあっては別表第二のとおりとするO

(収支報告書及び会計帳簿等)

第六条 条例案十条第一項に規定する収支報告書は､会派にあっては様式第六号､議員

にあっては様式第七号によるものとし､同項の会計帳簿は､様式第ハ号によるものと

する｡

2 条例第十条第-項の議長が規程で定める書矧ま､支払明細書(様式第九号)､活動記

録簿(様式第十号)､事務所 ･職員雇用状況報告書(様式第十一号)及び領収書貼付用紙

(様式第十二号)とする｡

3 議長は､条例案十条の規定により提出された収支報告書の写しを様式第十三号によ

り知事に送付するものとするD

(証拠書類等の整理保管)

第七条 会派の政務調査費経理責任者及び議員は､条例案十条第一項に規定する会計帳

簿等その他の収支報告書の内容を証する書類を整理保管し､これらの書類を同条の収

-98-



支報告書及び会計帳簿等の写しの提出期限の末E]の翌Ejから起算して五年を経過す

るBまで保存L,なければならないO

(其耶良の特例)

第ハ条 条例案十条に規定する収支報告書及び会計帳簿等の写しの提出期限が､大阪府

の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二葉菜一項に規定する府の休日

に当たるときは､その日の翌日をもってその期限とみなすO

川又支報告書及び会計帳簿等の写しの訂正)

第九条 条例第十条第一項に規定する収支報告書及び会計帳簿等の写しの文字の訂正､

追加又は削除をしようとする場合には､会派の代表者及び議員は､議長に訂正届(様

式第十四号)を提出し､並びに訂正の箇所に認印し､並びにその氏名及び訂正年月日

を記載しなければならないOこの場合において､削った部分は､これを読むことがで

きるように字体を残さなければならないO

(議長の調査)

第十条 議長は､条例第十一条の規定により､年二回以上､収支報告書及び会計帳簿等

の写しの確認を行うとともに､必要に応じ､条例案九条に基づく使途基準に従い使用

されているかを検査するC

2 条例第十-条第二項の合議体は､前項の議長の調査に資するため､議長の求めに応

じ､必要な検査を行うとともに､その結果を議長に和浩するものとするQ

(収支報告書及び会計帳簿等の写しの閲覧)

第十一条 条例第十三条第二項の収支報告書及び会計帳簿等の写しの閲覧は､条例第十

条に規定する収支報告書及び会計帳簿等の写しの提出期限の末日の翌日から起算し

て六十日を経過したEjの翌日からさせることができるものとする0

2 前項の閲覧は､議会事務局長力等旨定する場所で､職員の勤務時間中にしなければな

らない｡

3 蛸文支報告書及び会計帳簿等の写しは､前項の場所以外の場所に持ち出してはならな

い0

4 収支報告書及び会計帳簿等の写しは､丁重に取り扱い､破損､汚損､加筆等の行為

をしてはならない｡

5 前三項の規定に違反する者に対しては､その閲覧を中止させ､又は閲覧を禁止する

ことがある0

6 前各項に定めるもののほか､第一項の閲覧に関L'必要な事項は､議長が定めるo

附 則

この規程は､平成十三年迎月一日から施行するo

附 則 (平成十九年議会規程第三号)

この規程は､平成十九年十月一日から施行する｡

附 則 (平成二十年議会規程第一号)

この規程は､平成二十年二月二十九日から施行するO

附 則(平成二十一年議会規程第一号)

この規程は､平成二十-琴也月-E]から施行する0
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別表第一(第五条関係)

項日 内容

調 査 研 究 費 会派が行う府の事務及び行財政に関する調査研究並びに調査委託

に要す

る経費研 修 費 会派が行う研修会､講演会の実施に必要な絹費漉びに他団体

が開催する研修会､講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要

する**会 議 費 会派におけ

る会議に要する絶賛資 料 作 成 費 会派が調査研究活動に必要な資料を作

成するために要する経費資 料 購 入 費 会派が行う調査研究のために必要な図書

､資料等の購入に要する経費広 報 費 会派が行う議会活動及び府政に関す

る政策等の広報活動に要する経費事 務 所 費 会派が行う調査研究活動のために必要な

事務所の設置､管理に要する経費事 務 費 会派が行

う 周査研究に係る事務の遂行に必要な経費人 件 費 会派が行う 局査研究を補助する職員を

雇用する経費別表第二(第五条関係)項Ej 内容調 査 研 究 費 議員が行う府の事務

及び行財政に関する言局査研究並びに調査委託に要する経費研 修 費 団体等が開催する研修会

､講演会等への議員及び議員の雇用する秘書等の参加に要する綬章会 議 費 言募員

が行う住民の府政に関する要望､意見を吸収するための会議に要する経

費資 料 作 成 費 議員が調査研究活動に必要な資料を作成するために要する経費

資 料 購 入 費 議員が行う調査研究のために必要な図書､資料等の購入に要

する経費広 報 費 議員が行う議会活動及び府政に関する政策等の広報活動に要する経

費事 務 所 費 議員が行う調査研究活動のために必要な事

務所の設置､管理に要する経辛事 務 費 議員が行う調査研究に係る事務の遂



大阪府政務調査費検査等協議会設置要綱

(設置)

第一条 大阪府政務調査費の交付に関する条例(平成十三年大阪府条例第六十一号)第

十-条に定める議長の調査を補佐するため､大阪府政務調査費検査等協議会(以下｢協

議会｣というO)を置くO

(白的)

第二条 協議会は､政務調査費の適正な運用を期するため､次に掲げる事項を行う｡

- 議長の調査に資するため､議長の求めに応じ､必要な検査を行い､その結果を議

長に報告するとともに､各会派及び議員への周知を図るO

ニ 使途基準に合致しているかにつき､各会派及び議員からの随時の相談に応じると

ともに､適切な指導を行うQ

三 原則として調査実施の前後に会議を開催するものとする｡

(組織)

第三条 協議会は､議長が委嘱した学識経験者委員及び各会派から推薦された議員委

員で構成する｡

2 協議会に座長及び座長代理を置く0

3 座長及び座長代理は､委員の互選によるO

(会議)

第四条 協議会の会議は､座長が招集し､議事を整理する0

2 議員委員に事故があるときは､座長の承認を得て､その所属する会派からの委員代

理者が会議に出席することができる｡

(検査等の実施)

第五条 議長の調査に資するため､次のとおり検査 ･確認作業を実施する.

一 全会派及び議員の収支報告書及び会計帳簿等の写しの確認は､事務局職員が実施

するものとする｡

ニ 協議会は､各会派､議員のうち抽出により検査を行い､必要に応じて学識経験者

委員が対面調査を実施するO

三 前二項の検査･確認は､年二回以上とし､原則として十一月～一月 (岱～九月分)

と五､六月 (十月～三月分)に実施する｡

(学識経験者の役割)

第六菜 学識経験者委員は､その専門的な知見をもって次の事項を行うものとする｡

- 協議会において､独立した立場から専門的な助言を行い､意見を述べる｡

二 事務局が実施する確認作業について､事務局を指導 ･監督する0

(その他)

第七条 この要綱に定めるもののほか､協議会の運営に関L,必要な事項は別に定めるO

附則

この要綱は､平成十九年十月一日から施行するO

附則

この要綱は､平成二十一年十月十五日から施行する0

-lot-



大阪府政務調査費の交付に係る収支報告書等の閲覧に関する要綱

(趣旨)

第一条 大阪府政務調査費の交付に関する条例 (平成十三年大阪府条例第六十-号)第

十三条第二項の収支報告書及び会計帳簿等の写し (以下 ｢報告書等｣というO)の閲

覧については､大阪府政務調査費の交付に関する規程 (平成十三年大阪府議会規程第

一号｡以下 ｢規程｣という｡)に定めるもののほか､この要綱の定めるところによるO

(閲覧場所)

第二条 規程第十一条第二項の議会事務局長が指定する場所(以下｢閲覧場所｣というD)

は､大阪府議会情報コーナーとする0

2 前項の規定にかかわらず､議会事務局長が特に必要があると認めるときは､閲覧場

所を臨時に変更することがあるO

(閲覧時間)

第三条 閲覧時間は､午前九時から午後六時までとするO

2 前項の規定にかかわらず､議会事務局長が特に必要があると認めるときは､閲覧時

間を臨時に変更することがある｡

(閲覧業務を行わない日等)

第四条 閲覧業務を行わないBは､大阪府の休日に関する条例 (平成元年大阪府条例第

二号)第二条第一項に規定する府の休Ejとする0

2 前項に定める日のほか､議長が特に必要があると認めるときは､閲覧業務の全部又

は一部を休止することができる｡

(閲覧方法)

第五条 閲覧者は､係員の指示に従い､報告書等を憲架から取り出して閲覧することが

できる｡この場合において､閲覧者は､閲覧終了後､幸摂告書等を必ず元の場所に戻さ

なければならない｡

(閲覧者の遵守事項)

第六条 閲覧者は､次に掲げる事項を遵守しなければならないO

- 閲覧場所には､カメラ､複写機器及び危険物などを持ち込まないこと｡

二 間覧場所では､音読､談話､飲食､喫煙など他の閲覧者の迷惑になる行為をしな

いこと｡

三 その他係員の指示に従うことo

(閲覧の中止又は禁止)

第七条 議長は､この要綱の規定に違反する者に対しては､その閲覧を中止させ､又は

閲覧を禁止することがある｡
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附 則

この要綱は､平成十三年七月-Ejから施行する｡

附 則

この要綱は､平成十九年十月一日から施行する｡

附 則

この要綱は､平成二十-年十月十五E3から施行するO
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大阪府議会情報公開条例 (抄) <第8条第5項 ･第9条第1墳>

(公開しないことができる公文書)

第八条 議長は､次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書を公開し

ないことができる｡

5 会派又は議員の活動に関する情報であって､公にすることにより､会派又は議員の

活動に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(公開してはならない公文書)

第九条 議長は､次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書を公開し

てはならない｡

1 個人の思想､宗教､身体的特徴､健康状態､家族構成､職業､学歴､出鼻､住所､

所属団体､財産､所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く｡)であって､特定の個人が識別され得るもの(以下 ｢個人識別情報｣という｡)のう

ち､一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの
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公職選挙法 (抄)<第199条の2>

(公職の候補者等の寄附の禁止)

第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者 (公職にある者

を含むo以下この条において ｢公職の候補者等｣という｡)は､当該選挙区 (選挙区

がないときは選挙の行われる区域O以下この条において同じC)内にある者に対し､

いかなる名義をもってするを問わず､寄附をL/てはならないOただし､政党その他の

政治箇体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当

該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他

の政治教育のための集会 (参加者に対して饗応接待 (通常用いられる程度の食事の提

供を除く｡)が行われるようなもの､当該選挙区外において行われるもの及び第百九

十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行わ

れるものを除くo以下この条において同じO)に関し必要やむを得ない実費の補償 (食

事についての実費の補償を除くo以下この条において同じo)としてする場合は､こ

の限りでない｡

2 公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附につい

ては､当該公職の候補者等以外の者は､いかなる名義をもってするを問わず､これを

してはならないoただし､当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職

の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治

教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は､この限りで

ない0

3 何人も､公職の候補者等に対して､当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し､

又は要求してはならないOただし､政党その他の政治Ea]体若しくはその支部又は当該

公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し､又は要求する場合及び当該公職の候補

者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育の

ための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し､又は要求す

る場合は､この限りでない｡

4 何人も､公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄

附については､当該公職の候補者等以外の者に対して､これを勧誘し､又は要求して

はならないOただし､当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し､又は要求す

る場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う

講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてす

る寄附を勧誘し､又は要求する場合は､この限りでない｡

-1()5-



平成19年10月作成

(平成20年10月-部改正)

(平成21年10月-部改正)



問い合せ先

大 阪 府 議 会 事 務 局 総 務 課

代表05-694̀卜0351(内線3357I3377)

直通06-6944-6056




